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l土

じ

め

昭
和
五
十
六
年
度
も
文
化
財
保
護
行
政
の
大
半
の
力
を
、
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
に
注
い
で
参
り
ま
し
た
。
土
地
改
良
、
運
動
場
の
造
成
、
工
業
団
地
造
成
等
、
土
地
開
発

事
業
に
伴
う
調
査
が
大
半
で
あ
り
、
土
地
改
良
で
は
富
田
地
区
、
運
動
場
で
は
鶴
谷
地
区
が
、
今
年
度
を
も
っ
て
調
査
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
変
動
著
し
い
現
代
社
会
の
す
う

勢
と
文
化
財
保
護
と
い
う
む
ず
か
し
い
問
題
を
内
蔵
す
る
調
査
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
あ
げ
、

そ
の
中
で
も
特
に
檎
峯
で
は
、

奈
良
三
彩
小
査
の
出
土
を

見
、
画
竜
点
晴
の
思
い
を
い
た
し
ま
し
た
。

一
方
、
文
化
財
保
護
の
本
来
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
金
冠
塚
古
墳
の
整
備
保
存
の
た
め
の
調
査
と
、
山
王
廃
寺
の
調
査
が
行

な
わ
れ
、
後
者
は
、
塔
跡
、
金
堂
跡
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
今
回
七
次
の
調
査
を
持
ち
ま
し
て
終
了
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
以
上
年
度
内
に
予
定
の
調
査
が
完
了
い
た
し
ま

し
た
の
も
、
関
係
の
方
々
の
御
協
力
の
た
ま
も
の
と
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
成
果
の
主
な
も
の
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
度
新
し
い
中
央
公
民
館
が
で
き
ま
し
て
、
そ
こ
に
展
示
室
を
設
置
し
、
市
民
の
皆
様
に
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
旧
蚕
糸
試
験
場
の
解
体
、
移
築
、
外
装
工
事
が
完
了
い
た
し
ま
し
て
、
県
指
定
の
重
要
文
化
財
と
な
り
、
蚕
糸
記
念
館
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
共
に
学
校
教
育
、
社
会
教
育
の
学
習
の
場
と
な
る
よ
う
展
示
を
工
夫
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
皆
様
に
お
お
い
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
、
本
年
度
も
文
化
財
調
査
委
員
の
方
を
わ
ず
ら
わ
し
、
例
年
の
と
お
り
文
化
財
調
査
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
当
教
育
委
員
会
で
所
有
し
て
お
り
ま
す
資

料
を
有
効
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
べ
く
、

ス
ラ
イ
ド
の
編
集
も
手
が
け
て
参
り
ま
し
た
。
国
指
定
史
跡
に
つ
い
て
は
、
石
製
の
説
明
板
を
設
置
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
調
査
報
告
書
に
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
の
文
化
財
保
護
行
政
事
業
及
び
昭
和
五
十
五
年
度
前
橋
市
指
定
史
跡
等
の
概
要
を
上
梓
い
た
し
ま
し
た
。
小
冊
子
で
は
あ
り
ま
す

が
、
資
料
的
に
も
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

昭
和
五
十
七
年
三
月
二
十
五
日

前

橋

市

教

育

委

員

会

教

育

長

金

井

博

之
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1 

本
報
告
書
は
、
龍
蔵
寺
町
加
々
美
家
文
書
調
査
、
妙
安
寺
総
合
調
査
、
昭
和
五
十
五
年

度
前
橋
市
指
定
文
化
財
昭
和
五
十
六
年
度
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ

る。

2 

龍
蔵
寺
町
加
々
美
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
前

橋
市
文
化
財
調
査
委
員
で
あ
る
山
田
武
麿
氏
、
中
沢
右
吾
氏
、
丸
山
知
良
氏
、
松
島
栄
治

f 
L 

氏
、
梅
沢
重
昭
氏
に
調
査
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
o

な
お
医
師
加
土
実
氏
と
そ
の

家
系
に
つ
い
て
は
、

丸
山
知
良
氏
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
。

昭
和
五
十
二
年
度
に
前
橋
市
文
化
財
調
査
委
員
の
方
々
に
調
査

昭
和
五
十
二
年
度
文
化
財
調
査
報
告
書
(
第
8
集
)
か
ら
引

3 

妙
安
寺
総
合
調
査
は
、

し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、

き
続
き
掲
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

4 

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
に
前
橋
市
教
育
委
員
会
で
実

施
し
た
八
遺
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

5 

古
文
書
は
、

旧
漢
字
は
、

新
漢
字
に
直
し
た
。

ま
た
平
出
は
二
字
あ

原
則
と
し
て
、

け
、
欠
字
は
一
字
あ
け
と
し
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
読
点
を
つ
け
た
。



一
、
龍
蔵
寺
町
加
々
美
家
文
書
調
査
報
告

加
々
美
家
は
、
江
戸
時
代
か
ら
、
南
勢
多
郡
龍
蔵
寺
村
で
、
代
々
医
師
と
し
て
地

域
の
信
頼
を
集
め
て
き
た
。
そ
の
問
、
医
学
研
鐙
等
の
た
め
の
書
籍
類
二
百
五
十

点
、
患
者
や
地
域
の
人
の
私
信
、
証
文
類
、
が
二
百
四
十
点
、
そ
の
他
、
医
療
器
具
、

軸
物
等
が
残
さ
れ
た
が
、
こ
の
度
、
現
在
、
前
橋
市
龍
蔵
寺
町
の
当
主
、
加
々
美
清

氏
の
御
協
力
を
得
て
、
前
橋
市
で
は
、
文
化
財
調
査
委
員
に
よ
る
調
査
を
、
左
記
の

と
お
り
実
施
し
た
。

調
査
期
日
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
十
六
・
十
七
日

調
査
の
対
象
加
々
美
家
文
書
等

調

査

者

前

橋

市

文

化

財

調

査

委

員

山

田

武

麿

中

沢

右

吾

丸

山

知

良

松

島

栄

治

梅

沢

重

昭

調
査
の
方
法
加
々
美
家
の
書
籍
、
文
書
す
べ
て
に
整
理
番
号
を
つ
け
、
ヵ
l
ド

を
採
り
、
目
録
を
作
り
、
文
書
の
一
部
に
つ
い
て
写
真
撮
影
を
行
い
記
録
化
を
図
っ

た
。
そ
の
他
医
療
器
具
は
写
真
撮
影
を
、
軸
物
は
写
真
撮
影
と
カ
l
ド
に
内
容
記
録

を
行
っ
た
。

1

医

師

加

々

美

養

仙

と

そ

の

家

系

(

丸

山

知

良

稿

〉

加
々
美
養
仙
は
、
南
勢
多
郡
龍
蔵
寺
村
の
人
で
、
代
々
医
師
と
し
て
地
域
の
信
頼

を
集
め
て
き
た
。
現
在
の
前
橋
市
龍
蔵
寺
町
で
、
子
孫
の
加
々
美
清
氏
が
居
ら
れ

る

。

、

江
戸
時
代
か
ら
の
医
師
で
あ
る
。
系
図
が
な
い
の
で
明
確
な
と
こ
ろ
は
、
わ
か
ら

な
い
が
、
元
禄
年
聞
か
ら
始
ま
り
、
二
百
四
十
余
年
問
屋
業
を
継
い
で
き
た
家
で
あ

る。
寛
延
二
年
三
月
に
前
橋
藩
主
が
酒
井
家
か
ら
松
平
家
に
交
替
し
た
。
そ
の
際
に
加

々
美
家
か
ら
前
橋
藩
役
所
へ
の
届
書
の
下
書
に

一
、
浪
人
勢
多
郡
龍
蔵
寺
村
医
師
加
賀
美
養
仙

右
は
親
養
仙
義
雅
楽
頭
方
ニ
相
勤
五
十
年
以
前
浪
人
龍
蔵
寺
致
住
居
候

寛
延
二
年
巳
三
月
二
日

と
あ
る
。
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
に
龍
蔵
寺
村
で
医
師
を
し
て
い
た
養
仙
は
二
代

目
で
、
父
の
養
仙
が
そ
れ
よ
り
五
十
年
以
前
か
ら
龍
蔵
寺
村
に
帰
農
し
て
医
業
を
創

め
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
最
初
『
群
馬
の
医
史
』
(
丸
山
清
康
著
群
馬
県
医
師

会
刊
、
昭
和
三
十
三
年
)
に
発
表
さ
れ
、
加
々
美
家
の
歴
史
の
長
い
の
を
知
っ
た
。

加

三
4

大
家
で
は
医
師
七
代
と
伝
え
て
、
養
仙
を
襲
名
し
た
と
い
う
。

明
治
二
十
二
年
一
月
刊
の
『
上
毛
医
籍
集
』
に
、
南
勢
多
郡
の
と
こ
ろ
に

従
来
開
業
内
龍
蔵
寺
村
加
賀
美
養
仙

と
あ
り
、
隣
に
同
村
の
渋
川
呆
庵
が
記
さ
れ
て
い
る
o

渋
川
家
も
近
い
親
戚
で
医
師

で
あ
っ
た
。
こ
の
養
仙
が
襲
名
の
最
後
の
人
で
、
天
保
十
三
年
(
一
八
四
二
年
)

生
、
明
治
四
十
四
年
(
一
九
一
一
)
没
、
七
十
歳
で
あ
っ
た
。

龍
蔵
寺
の
加
々
美
家
の
庭
先
に
建
て
ら
れ
て
い
る
石
碑
は
、
文
久
三
年
(
一
八
六

一
二
)
に
七
十
三
歳
で
没
し
た
養
仙
の
徳
を
慕
っ
た
筆
子
達
百
二
十
一
名
の
連
名
に
よ

る
「
筆
塚
」
で
あ
る
o

「
聖
人
之
教
主
情
市
義
裁
之
礼
所
謂
倣
惟
埋
馬
是
情
爾
後
人
埋
筆
盛
鶴
亦
情
所
由

然
也
其
合
於
道
可
知
失
天
父
死
而
子
不
能
読
其
手
津
之
書
者
亦
以
情
不
堪
也
然
則
弟

子
於
師
之
退
筆
安
忍
委
諸
講
演
乎
惜
陰
翁
詳
子
昌
加
々
美
氏
上
毛
州
竜
蔵
寺
村
人
家

世
業
医
而
翁
善
書
側
教
郷
人
弟
子
年
多
声
施
四
方
然
而
其
性
把
遜
不
曾
求
誉
寿
七
十

三
以
文
久
三
年
六
月
五
日
病
卒
乃
所
遺
委
筆
凡
若
干
枝
弟
子
等
不
忍
委
弄
欲
埋
之
樹

石
然
或
以
非
師
意
難
之
某
質
之
於
予
予
臼
何
害
失
事
出
乎
情
義
之
厚
畳
違
於
道
哉
遂

記

而

贈

之

此

家

所

以

成

也

」

(

拠

南

橘

村

誌

)

建
碑
の
年
号
は
な
い
が
、
文
久
三
年
六
月
五
日
に
没
し
た
こ
と
が
碑
文
に
あ
る
の

-1-



で
、
そ
の
時
期
を
あ
ま
り
過
、
ぎ
な
い
時
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
o

な
お
七
十

三
歳
と
あ
る
の
で
生
年
は
寛
政
三
年
(
七
九
一
)
に
当
た
る
。
明
治
時
代
の
養
仙
の

祖
父
で
あ
ろ
う
。

明
治
四
十
三
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
杏
林
要
覧
』
に
よ
れ
ば

加
々
美
大
太
郎
〔

O
O十
七
年
五
月
〕
群
馬
平
民
・
安
政
四
年
生
木
瀬
村
女

屋
五
七

加
々
美
養
仙
〔

O
O十
七
年
五
月
〕
群
馬
平
民
、
南
橘
村
龍
蔵
村
二
九

と
あ
る
o

養
仙
は
従
来
開
業
で
明
治
十
七
年
は
、
医
師
登
録
の
年
号
で
あ
ろ
う
o

こ

の
年
に
従
来
県
庁
で
医
術
開
業
許
可
証
を
出
し
て
い
た
も
の
を
、
内
務
省
衛
生
局
で

医
籍
を
編
制
し
て
、
内
務
省
か
ら
免
状
を
授
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
長
男
で
あ
る
加
々
美
大
太
郎
は
『
群
馬
の
医
史
』
の
群
馬
県
医
学
校
の
項
に

同
校
生
徒
と
し
て
鏡
大
助
と
記
さ
れ
て
い
る
の
と
同
一
人
と
思
わ
れ
る
o

加
々
美
姓

を
自
分
で
加
賀
美
・
鏡
と
い
う
文
字
を
当
て
て
書
い
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
自
由
に

使
っ
て
い
た
ら
し
い
。

大
太
郎
は
安
政
四
年
五
月
十
五
日
に
養
仙
、
カ
ツ
の
長
男
に
生
ま
れ
、
群
馬
県
立

医
学
校
を
卒
業
し
、
父
養
仙
の
医
業
を
手
伝
い
、
医
師
と
な
っ
た
。
医
籍
は
第
九
五

号
。
明
治
二
十
九
年
か
ら
勢
多
郡
木
瀬
村
大
字
女
屋
に
転
出
、
洗
心
堂
医
院
と
称
し

て
開
来
。
昭
和
九
年
一
月
二
十
三
日
に
没
す
る
ま
で
に
及
ん
だ
。

加
三
玉
〈
亮
太
郎
は
大
太
郎
、
ヵ
ク
の
長
男
と
し
て
明
治
十
九
年
(
一
八
八
六
)
一

月
二
十
七
日
に
生
ま
れ
た
。
大
正
二
年
に
東
北
大
学
医
学
専
門
学
校
を
卒
業
し
、
祖

父
養
仙
が
明
治
四
十
四
年
八
月
に
没
し
た
後
を
う
け
て
龍
蔵
寺
村
で
開
業
し
た
。
村

医
と
し
て
、
新
し
い
医
学
を
学
ん
だ
医
師
と
し
て
活
躍
、
桃
川
小
学
校
や
細
井
小
学

校
の
校
医
も
勤
め
た
。
昭
和
四
十
五
年
に
八
十
五
歳
で
没
し
た
が
、
晩
年
は
医
業
を

休
み
、
専
ら
趣
味
と
し
て
の
動
物
飼
育
や
農
業
、
園
芸
に
精
を
出
し
た
。

天
保
十
五
年
(
一
八
四
四
年
)
の
加
々
美
家
家
族
書
上
に
よ
れ
ば
、

祖

母

ilj南
嶺

1
1養
仙

1-

毘
才

一
女
三
世
け
い
日

「

松

造

J

女
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様
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が
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皇居加 室南草加器量写υ 走 霊童書突未主
高歴 戸江日貞事

知昔行伏見屋Z本i町日 三雪丙
l 年かsま zの々 丸善ti 江 十i田 Z美写々 九年査 八年?八 七年; 五年i 
i で明 日

板門 吉月

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 

~9? 'An '^~ 103 78 
i11911117 8 116114113 111108106 104 102 93 92 96 75 91 

110 97 

!日iii 業書録 薬種 診重 医量門
号T?8 E 厚研究

i生「ノ 物薬学」「法「
時代苦

理学」 lト ノl 学」医
新薬論

ノ ト ノ ノ 89 ト

ト ト ト
、号ーノ

下平周霊 ての 薬な 楽品 家ヘ 新井薬応

メモ のr家事、 薬を

ノ製法 売か
l つら
ト tこ Tこ力日

つ 和漢 記録 々
い 美

治明 鳳吐 治明 治明(前治明治明 7 治明 表紙 8 7 6 5 記録 ( 

月 号号号号 章欠務あ42 堂書庖 44 41 '-"41 45 18 25 な
年 年年年年

日年書名不く 昭昭昭昭12 6 11 5 3 ま 1 ~ 2 2 2 2 
月 月月 月月

で月I /F 11 1O 98  り8 1 
各 後 日日 30 明

」ノ

年 15 15 15 15 の

- 9 ー



12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 整番理号

1~2 1(9 1(4 172 170 1~1 1~7 1~8 1~6 
文番書号I I I ~:，;; ~:，~ I I I I 112 105 85 

183 181 178 173 171 169 160 156 137 

書主; 簡語ハ 文51新A1z新喜 需EZま青主 荒主主 主主; 主主王 興型l選室言i 標

二 ま欠 t l /あ)り結「犬本字訓国州 本あ 本あ U 下・ ・) り
)六下 )りー

題巻り¥._/ '_/ /+'- ¥..J ¥._/ 版
¥ノ¥、J

東 内

江生先書

田
著

安蔵編
者

名

永十ま安 三χ 化I 
不明日 政十寛 吉野屋 3治明7 備

年四丁 一権lI: 年

春正丑 子初冬丙
亥 年康 12 
春 エ由 衛板 1月5 

月 月 2 日
考

E 
227 220 ~~~ ~~~ 123 ~~~ 120 219 125 ~~U 122 

第三 束ま京医事 霊弘 長事授弘 重筆授& !授量託 富子?

i支同ls 乍会 外科学「」 産科学 --， 臓学内
報6々2 診学断しー ノ

号[_[_ I 

63 ト

号

会第医 東群馬 治1明0 
治明 治明

45 44 
年 年年

議l安d 南勢多支部 8 2 11 月月月
25 29 30 
日 6(3日(62日

'-' '-' 

般

教

養

書

籍

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 ~~~ ~~Z 186 185 184 190 188 

三室 主ヨ議千号 盟珠文 啓若恵の 東草詰 安聖三f 副用集宇 康習選 書櫛栴( 庇室 左望日上 文書濠 選主勝詩El 君套尺 暴玄〈ZE 詩露例上 宣需言2語1雪E書選量22警
環 家絶匂 坤) 下) 緋巻向 上・ 乾

下坤
三各 2

二冊
冊)
'-ノ

天明 治明 和明 治明 治明 安政日文化 文化 天明 文化 延寛
利明 紋フ量郎次4 天 集 安氷 貞字

ヨ{三

暦
工点 保十二堂思 六年四

年年八申 26 三 主中 11 四 フ年子申じ
七 ←ー 年ヌE ←」

~ 

年年春Eコ年春件Z 年春庚午
年壬 ! ! 

7 '2 8 12 こ三こ 干甲 年己 萩ウ 年ー重 蔵刻年面 高
月月月 一 一月一 十月 年正己 夏申 | 

31 ~ 21 ー 日 四 七月春吉
日 日 主口

ノ、

月 月 日 月
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50 49，' 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 

228 224 
217 212 232 231 245 230 226 225 223 222 221 

233 214 213 

1害ii富士
害毒害立巻て喜草巻」霊事 第立花

ノl 手紙 記事論説文例 i 
占支本え

第1号or細井小学校時、

トの } 

差 案山内

量供楽部 一五 校(書小学周 二 科費書
養蚕 文言

く く 13 ー
之鑑定 ♀同 首しし r 競月 ト 13 

、ーノ 13 
号

葉
号)

管勘次 事厚太郎 3 

思喜善Z行t 4星1雲4塁1 4塁0 思i霊童語13 10 

収 治明 文政治明

33 ':f，: 33 治明 治明 及入 44 七 16 
年年 45 43 び 年 分 載E年5 

11 1 rr 7 )[ ~ 5 12 ~ 12 年年
月月月 月 月 発行月 1 10 量星霊八刃 廿旦1 1 28 liilG 1 月月
日日日 日 5 5 

日日

6 5 4 3 2 1 整番理号

1035 1123 1019 1031 1010 1014 文番書号

1/ 

畑売証文質
1/ 

標

題

十手保
正 // 

宝永
1/ フじ

徳 禄八 年
年八

五
年十九

年四
年 年 年

十
月 月 月 月 月

次

養イ宛山 備|

ノ、

監街盆 考

E

文

書

類

、
畑
質
置
・
売
渡
証
文
類

62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 

250 249 248 247 246 244 241 241 239 237 236 234 

長5学 5号i事iZ語22自5書 ZTi号E 
下 名官字抄カく

方日
々

亮美

太郎

大正 治明 日延享治明 霊 大正6 松静号竹室
2 10 二 11 五
年年年乙 年 実丑

年大喜! 蕊善凶孟夏

年
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25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 

1025106410231101248111322101811043 1 104510201026100210071124101210281030119210011008 

// // // // 

畑幸生 質先証文州
// // // // 

文話証文民

喜文畑

// 1/ // 畑幸
型語B文E 

// // 寺主 /1 // // // 11 
政寛 天 1/ // 1/ // /1 

安永 手明口 不明日
7c 

不口 十 明 文

フ年じ フ年じ 年フ巳
十年十

十年 年九 八年
ノ、

八年 八 八 八 七 五 五
年 年

年十 年 年 年 年十 年 四 年四
~ ノ、

年九月
年

九 八 八 八 一 八 八 九月 正 七 一 九月月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

左夕内~日， 
渋j呆11 

賀美青宛
養イ宛山

庵宛

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 

1016 1036 101~ 1125 1040 1034 1027 1004 103~ 1131 1133 -2 ~~~V ~V~V ~VV~ ~V~. ~VV~ -1 

主畑霊
止田

知売渡証文 量重す文知穣言

連日距

11 ノケ // /1 11 1/ 

/1 /1 11 1/ 1/ // // 
化文

。 // 手
来日

八 」ー ム

年四 年7c 
ノ¥ ノ¥

年
年フじ

年 年 年年 年 年 年

八 八 八白 八 八 八 八 /¥ 八 八 八
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
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二
、
預
金
・
借
金
証
文
類

6 5 4 3 2 1 

1132 1212 101~ 104~ 1042 1011 
一2 ← 2

無 T貢
母制語 尽無

借
尽

無申

ノア

R 主子証文金真
預金

尽
文金証

文証
金

事之

// /1 1/ /1 
政寛 延寛

十十午年
十年十

十年 九年
八
年 年

八白 八
九月

月 月 月 月 月

左宛内 養イ山

宛



22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

1013 1005 1037 1024 1210 1034 113~ 113~ 1006 1022 
-2 -1 1197 ~~~~-~ 1044 1041 1127 1129 1015-2 

頼母
頼

尽預金無 額五
無 頼 頼 無 頼

母 子員 11 11 

尽金之事

母 11 11 H 母 尽 母

子預金 子金預書

り

員会証文
子預 預金

子預金
金申

証文 金 金 証

証文 子之事 証文 証文 文
証文

文化
11 " 文化 文化

11 " 11 11 寺主 11 11 11 11 11 
寛政不日

フじ 十 十 十 十 十 十

年巳 一 フ年じ 甲 年フじ 一 一
年 年

子年 年十
年 年 年 年 年

年十 年
年十

年

八 八 八 八 i¥. 一 八 八 八 八 八 八 一 八 一 八
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

B査朝権宛R 

差人出 差人出 宛朝庵
よ下加

宛左内
り 村小出 々

11 11 

下 上
左括 八 美青宛

寄合 村自 惣蔵他 村出
郎左
ニ工

Fう

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 

1017-1 
1003 1168 1208 1005 1047 ~~~~ 101~ 1046 1033 1126 1130 1039 1209 1038 -1 ~v.v 1066 

預

借司文金止 事企証文

タ

額量童文

子員

す金申り

ノ 11 11 11 11 11 11 11 

賞金

モ
シ

訓級金文正
子
の

主事

保天
天 。 11 11 11 11 11 11 11 

文化 文化
保四

五 笑
九年 八年 年八 八 年七

年
五

年四 年四 寅年年 年巳 年 年

七 七 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

浄土 借主 宛先
f昔

蓄力賀宛日 宛左内 朝庵宛 宮朝聖1Jp 
差人出主

宛院
養イ山 即善院 浄土

加賀主担 上村出
院

丈蔵他
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一
二
、
諮
問

取

類

15 14 13 12 11 10 987  654  321  

1083 
1109 1106 1102 1100 1222 ÅV~i 1175 ~1~g ~g~~ 1050 1048 1118 1119 1110 1103 

2 

織佐古羽 七 検川 詰取 U 倣収書 八 伯収書 八 八 ま間物 取尚金詰 取請
詰取県服 取長H詰a ン家ド 惣橋R 請取 靖取

入

十治明

十九年
巴
十

月
月

4加賀量hl 加五イ賀山
ぬL、 養イ山 養イ山 養イ山

糸宛宛宛

宛宛

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

1121 1198 1156 1137 1107 1166 1161 1060 1116 1113 1228 1223 1057 ~g~~ 1242 1138 1136 

主豊 主富書 語主雲請]校 草主母草 書査屋取 士量喜 覚屋l 士言空 十語取 十E河内童 覚受書 河皇f話門 E覚受 百草取 収証事川量 軍右事河 需車事川 現屋右

太勝童 話取久語岩 躍兵衛術;躍 ;し 両領 日
也 収書

西極 未
七

月 月

詰宛 信宛 宛百首宛型見
賀基

宛
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48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 

1111 1108 1105 1051 1104 1101 1061 1062 1189 1178 1135 1219 1069 1234 1058 1243 

」、F
棒屋 請 員 木白 さ 谷 橋ijJj 崎高 高崎

米 子金 近

前橋細沢
長沢田

ん 取 の 田
縫糸

の 米 江 近 近
屋 与重 証 木白 屋 屋

屋請
lま 回 の

屋儀平 江屋
町

請

太書取 主衛
な

屋長霊
て 町

喜重
壱

取
郎請取 取屋請

取 ど し、 ほ
岩蔵 両

請取
や て 白

霊すお他' 領収書
し、 砂

若草
太郎

収書や領 糖請取他

治明

九月印

養イ宛山 南霊宛
台、

//" 
み
宛

a ~ M W W ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ 00 ~ 

1215 1215 1211 1203 1193 1187 1170 1153 1152 1151 1150 1146 1180 1117 1114 

保天

11 --l.晶一」

十
大 年十フE1 ノ、ノ、

月十月 十月 卯み二
四四 十 八 そ 月
日日 日 月日

:l i 養霊 i 宛 i 宛

佐宛内 要泰宛 佐宛内 佐宛内
宛聖助
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68 67 66 65 64 

1234 1236 1224 1220 l' 

i長書 話sEi再 官重〕 官華品 長塁〉 官兵 童書

月
八
日

宛佐肉 加質見宛 佐宛内

四
、
通

達

類

1143 1144 1162 1122 1067 1141 1148 

治明治明 治明 治明治明

28 28 27 26 26 
年年 年 年年

5 11 
月月

五
、
税
領
収
書
類

4 3 2 1 

1158 1238 1157 1239 

方草書地 地方税歯書医

r、
28 そ

枚¥ーノ
の
他
r、、
3 
枚

治明 治明 治明 治明

23 22 13 13 
年 年 年 年

5 
26 24 
年 年 6 

月

ハ
、
往
診
依
頼
類

8 76  5 4 32  

1191 1142 1139 1081 1076 1072 1056 

重 iii2ij
i i 

明治

15 
年
8 
月

i 短 ii R童要 i 宮R 雇i音f量雲郎 ii f 量
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11 10 9 

1226 1225 1201 

往診 呼状 往診

頼依状
依劇書状

" ロ
述
'-ノ

カ賀美阿手日 差人川 業出人 嶺加賀南)告

女 (院 柳青山

量民産主聖 宛

七
、
私
信
そ
の
他

7 6 5 4 3 2 

1085 
1089 1088 1087 1086 1 1084 1055 

一2

礼状
講演1ヱミ〉

下 近

選賀考 葬見舞状式

呼状
書

況報三にとコ
qコ
通
士日 イコ

し、

て
!l) 

報告

ム

ノ¥

月

十
日

差 力日 差 女 女 差
差出

力日
差出

差
出

賀美
出 屋 屋 出

養賀美イ山

出
人 人

英イ山 又助宛
力日 人 人 人 人

庵朝
// 

賀養美イr~渋 渋 宛
孫野 祥寺でと 江原

j呆11 宛 JII 秀 宛
果 四 其

芳平
声量 庵 s!s 

15 14 13 12 11 10 9 8 

1092 
1098 1097 1096 1095 1094 -1 1091 1090 

-2 

書状 書状
紹介状 書状

新7薬E 

も
伊勢参

本
年賀状の を

{昔
出 り り

等 すこ

つ 司〉 事
し、 事 の
て を 状礼
の 士官

介紹
ら
'It 
Tこ

正
月

日

カ賀美養4宛日H 

差

質主仙匁

差 力日 差 力日 差
渋j果11 

差

質主仙
差 差

カ賀美朝賭川

差

加賀高宛手
人出

日
人出

賀朝焔宛王
柳青山 人出

言宛

出 入出 出

松貞宛山

出 出

輪寺町
人 人 人 人

庵

皆成
渋呆111 

指

加賀主養仙

力日
鑑南嶺

久

武E正
ア 宛

賀美普亭

宛 七
院

観世音 庵
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25 24 23 22 21 20 19 18 17 ρo 
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P
A
 

1181 1179 1177 1176 1174 1173 1172 1171 1169 1167 1165 1164 1163 1160 1154 1115 1099 

i f i i i太 i i主ii Z空哲主 i i E状 1 2状 i詰ii i状 li i 状

重状主

E状 i郎ま皇状 喜〉存) 郎霊 童書状 願

天

保十 十一
四 五 月 月
月 年

七 月十
日 日

嶺宛南 嶺宛南
聖助宛 書人

カ美益4貿日i 

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 

1214 1213 1207 1206 1204 1202 1200 1199 1196 1195 1194 1186 1185 1184 1183 1182 

1 義仙 3状 主 主状 fん荷賀状そ 主4主町筒山f 
主状拶 開状次貧 i状 i言信 i 状 i之書状 官柳 i 状盤f 

(空 君rm 郎主次書状 〆病気ー薬の" 

系図に借 状
イコ 用 '-ノ

し、 '-ノ そ
の

て
他'-' ¥、ノ

1/ 
治明

正
十十 月
五七
年年 十

四
月 月 日

高他2名2 作宛加賀美先 カ賀芙寿仙宛H 加美宛賀 加賀芙長時宛 刈f美養制宛T1I 鎌伊郎阿、l-宛安武仏蔵J 加f養仙見y 差渋y呆庵山I1 
須基宛M 加音次宛貨

一 18-



61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 

1073ν1071 1070 1059 1053 1241 1240 1235 1231 1231 1229 1217 1216 

E聖雇韮 百霊 i荷 i言主 主E状 喜暴宮 露i支言 望霊吉星詣宮雪浦霊 品毒 目重事 量i 霊

12寸ま霊 童よ集 2状 22ii次 ui書状 i 告)太夫i状主全3 
害土 iu 長i u 
事

大
治明正

期
/? {、 十

o 年
、

月

宛加賀美 華美宛 宛華美
員助語美次 吉宛

力大賀美日
丸費量宛町

67 66 65 64 63 62 

1077 
1080 1079 1079 1078 -1 1075 

-2 

皇首 宮状 E状 i5 i1 ii霊まE古P書品 ; 

忌 い 状 t

の て )

事法 '--" h 

の
事
'--" 

A 

書基聖ii 書聖i聖i 嶺宛南
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八
、
そ
の
他
書
き
付
け

8 7 6 5 4 3 2 1 

1155 1149 1147 1145 1140 1120 1112 1065 

十治明
治明 永嘉 治明

十一
年四 年四 年十フじ 年

九月 月 月



98765  4 3 2 1 

滝七龍神農図脈動 宝山老人月 虎

舟行と 絶匂言 呼をぶ 一 珠之図 老入水 を 之図

仙覚図 眺

人 め
る
の
図

i要Eifzi昔日
皇聖書 室書

九

、

軸

物

類

13 12 11 10 9 

1233 1221 1218 1188 1159 

献金 校学 弗調l 

預書 資産 法

処分

立 イ戸寸

付ニ 長役

場

嘉永

年十フロ

月

i型 以下七 R 事浪小

名

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

需主七 ii i生 i罪jE
水山たにま霊句石処 童宝 隻三 図の

iJ' 主
r、

る 人
ド

旅人
の ク

図
ロ

を
見
る、J

笑未歳春

日

守景画 守景画 吟香書 蔓画山 i i喜ii 
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二
、
妙
安
寺
総
合
調
査
報
告

一
林
光
院
御
往
生
井
御
往
生
=
付
金
子
被
下
派
事

一
林
光
院
拾
骨
須
弥
檀
収
芥
法
名
御
染
筆
被
成
下
川
事

一
竹
代
丸
尾
州
無
量
寿
寺
へ
養
子
-
一
遣
井
此
節
銀
子
拝
借
之
事

一
無
量
寿
寺
兵
部
卿
内
陣
継
目
年
数
未
満
ュ
御
免
之
事
奥
-
一

一

御

戸

御

仏

大

仏

供

巡

讃

勤

行

調

戸

伝

授

記

一
葬
礼
之
儀
ニ
付
御
提
書
写

寛
延
二
己
巳
年
載
晩
冬

従
如
上
人
蒙
命
成
恵
院
家
定
衆
中
御

鐘
役
在
京
以
来
諸
事
御
免
等
記
之

其
外
要
用
載
之
者
也

宰
相
成
応
院
家
寸
|
|
|
」

⑮

一

印

一

諸
御
免
等
其
外
密
用
共
具
一
一
記
之
問
、
此
記
録
当
院
住
職
後
住
之
外
、
雄
為
実
子

堅
不
可
為
見
、
成
恵
院
主
往
士
口
ぷ
延
享
四
丁
卯
年
、
迄
之
記
を
巻
壱
と
し
、
此
冊
を
二

と
し
、
是
よ
り
段
々
記
也
、
尤
永
々
退
転
無
之
様
ニ
、
為
住
職
人
可
被
記
者
也

寛
延
二
己
巳
年

一
正
月
十
五
日
上
野
前
橋
御
城
主
酒
井
雅
楽
頭
齢
、
播
州
姫
路
へ
御
所
替
被
蒙
仰

前
橋
ハ
松
平
大
和
守
殿
御
跡
喜
八
郎
段
被
蒙
仰
、
同
年
五
月
廿
二
日
御
城
御
引

渡
在
之
、
就
夫
当
院
者
雅
楽
頭
段
御
先
祖
古
河
内
守
殿
御
代
、
下
総
三
村
人
。
武
蔵

河
越
へ
被
致
請
待
、
又
前
橋
へ
所
替
之
節
被
召
連
、
古
河
内
守
股
御
母
公
当
寺
門

徒
と
成
被
申
、
家
中
一
宗
之
面
々
門
徒
と
成
、
且
寺
領
廿
石
寄
附
在
之
、
右
之
通

一
一
而
寺
相
続
之
所
一
一
、
今
度
所
替
ニ
付
甚
難
泣
ず
致
方
も
無
之
仕
合
ニ
M

仲
間
、
何
卒

如
先
規
被
召
連
同
様
-
一
可
相
願
旨
、
本
多
所
左
衛
門
、
大
野
九
左
衛
門
江
及
一
不
談

凶
得
者
、
今
般
ハ
寺
方
ハ
不
被
召
連
思
召
ニ
怜
問
、
縦
令
御
願
被
成
而
茂
相
叶
申

間
敷
儀
一
一
除
、
然
と
も
御
示
談
之
趣
者
承
置
凶
、
此
義
ハ
表
向
御
願
ハ
御
無
用
之

御
儀
と
存
ぬ
旨
被
申
間
同
-
一
付
、
左
同
ハ
只
今
迄
之
通
、
土
守
領
御
寄
附
被
成
下
、

同!

(
表
紙
)

一

谷

山

記

録

撮
要

一
酒
井
雅
楽
頭
股
前
橋
ぷ
播
州
姫
路
江
所
替
之
事

一
酒
井
家
江
寺
領
願
之
事

一
酒
井
家
江
願
怜
寺
領
改
金
子
被
賜
同
事

一
松
平
大
和
守
蹴
江
寺
領
願
怜
得
共
聞
済
無
之
事

一
御
本
山
へ
寺
相
続
難
成
ェ
付
願
之
事

一
成
恵
院
家
右
願
置
ぬ
趣
-
一
付
上
京
之
事

一
成
恵
院
家
定
衆
被
仰
付
凶
事

一
同
役
儀
ニ
付
別
助
音
御
免
御
鍵
役
ュ
仰
付
同
事

一
同
役
儀
一
一
付
巡
讃
御
免
之
事

一
同
役
儀
ニ
付
色
法
服
御
免
之
事

一
同
役
被
仰
付
川
越
前
橋
御
領
主
へ
御
本
山
J
御
届
之
事

(

カ

〉

一
役
義
一
一
付
紫
紐
児
字
袈
裟
御
免
之
事

一
法
衣
小
袖
頂
戴
事

一
家
内
京
都
へ
引
取
度
願
井
右
-
一
付
金
子
拝
借
之
事

一
前
橋
御
領
主
へ
家
内
上
京
弁
御
関
所
手
形
願
之
事

一
前
橋
当
院
悉
類
焼
之
事

一
成
応
院
家
金
入
輪
袈
裟
御
免
之
事

一
六
藤
家
紋
御
免
之
事

一
先
代
十
三
幅
法
名
御
染
筆
被
成
下
凶
事

一
成
応
院
家
芭
法
服
御
免
之
事

一
主
野
国
触
頭
被
仰
付
同
事
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此
御
願
ハ
御

境
内
も
唯
今
迄
之
通
除
地
=
被
成
下
Mm
様
=
相
願
可
申
旨
申
談
Mm
、

尤
之
儀
と
右
之
宗
門
奉
行
中
被
申
怜
=
付
、
願
書
差
出
文
言
如
左

以
口
上
書
奉
願
Mm

一
拙
寺
開
基
者
宗
祖
親
鷲
聖
人
直
弟
、
於
関
東
廿
四
輩
と
申
二
十
四
人
御
座
ぬ
内
、

成
然
上
人
と
申
第
六
番
目
面
授
口
決
之
真
弟
一
一
御
座
除
、
成
然
上
人
俗
姓
ハ
藤
原

九
篠
中
村
氏
-
一
而
、
親
鷺
聖
人
親
族
た
る
に
よ
り
、
聖
人
関
東
J
入
洛
之
靭
、
為
形

見
自
作
之
木
像
真
影
付
属
御
座
凶
、
右
成
然
上
人
下
総
国
猿
嶋
郡
三
村
と
申
所
ず
、

開
基
十
五
陛
荷
徳
院
成
空
大
僧
都
迄
右
三
村
山
一
罷
在
同
所
=
、
古
河
内
守
様
武

州
川
越
江
御
所
替
被
遊
泳
節
、
御
母
公
様
浄
土
真
宗
=
御
座

Ht付
、
拙
寺
安

置
之
右
祖
師
木
像
之
真
影
御
信
仰
-
一
而
、
拙
寺
を
河
越
へ
被
為
呼
寺
地
拝
領
仕
除
、

三
村
ハ
拙
寺
懸
所
と
相
定
申
除
、
其
以
後
前
橋
へ
御
所
替
被
為
成
怜
節
、
被
召
連

御
域
内
馬
乗
小
路
-
一
而
寺
地
被
下
置
除
、
何
而
河
越
之
寺
地
ハ
引
払
申
M
W

一
東
照
権
現
様
江
古
河
内
守
様
御
取
持
=
而
、
荷
徳
院
御
出
入
申
、
窺
御
機
嫌
度
々

御
目
見
江
被
仰
付
、
御
時
服
其
外
数
品
拝
領
仕
ぬ

一
東
照
宮
東
本
山
御
取
立
=
付
、
拙
寺
安
置
之
祖
師
木
像
之
真
影
、
東
本
願
寺
江
可

被
差
上
旨
荷
徳
院
へ
上
意
、
則
上
使
本
多
藤
左
衛
門
殿
慶
長
七
年
拙
寺
江
来
臨
、

上
使
逗
留
中
古
河
内
守
様
御
饗
応
被
成
除
、
大
橋
伝
市
郎
殿
、
児
嶋
源
太
郎
股

江
被
仰
付
、
右
両
人
拙
寺
江
相
詰
M

伸
被
申
ぬ

一
御
母
公
様
御
事
古
河
内
守
様
御
逝
去
以
後
、
酒
井
備
後
守
様
江
御
引
取
被
成
、

河
越
正
御
逝
去
之
由
御
座
同

一
拙
寺
儀
者
本
山
へ
他
寺
ュ
相
替
怜
由
緒
御
座
Mm
一
一
付
、
御
堂
向
本
山
之
通
被
免
除

様
=
本
山
へ
相
願
申
Mm
得
共
、
至
而
重
キ
義
-
-
御
座
Mm
問
、
相
叶
兼
可
申

歎
と
存
M
W

所
、
河
内
守
様
御
本
山
へ
御
頼
被
成
下
、
其
上
大
猷
院
様
御
比
丘

尼
衆
以
御
寿
林
内
々
御
願
被
下
同
一
一
付
、
早
速
願
之
通
被
免
怖
、
則
御
門
主
ぷ

河
内
守
様
へ
御
挨
拶
之
趣
、
御
年
寄
関
主
税
介
股
へ
御
門
跡
家
老
粟
津
右
近
尉
ぷ

書
翰
拙
寺
へ
被
下
、
干
今
所
持
仕
同

一
総
州
三
村
拙
寺
掛
所
開
基
以
来
除
地
=
御
座
怜
所
、
大
猷
院
様
御
代

大
田
同
院
様

御
取
持
一
一
而
、
拙
寺
十
六
世
最
頂
院
成
賢
、
先
住
荷
徳
院
成
空
祖
師
自
作
之
木
像

真
影
東
照
宮
依
上
意
本
山
江
差
上
ぬ
由
緒
を
、
正
保
年
中
段
々
及
言
上
、

右
之
除
地
を
御
朱
印
=
被
成
下
ぬ
様
=
相
願
M
W

所
、
被
聞
召
上
慶
安
元
年
八

月
十
七
日
拾
石
之
御
朱
印
一
一
被
成
下
怜

一
大
猷
院
様
御
他
界
之
節
、
大
昌
院
様
御
取
持
-
一
市
、
拙
寺
十
八
世
専
称
院
成
誓
、

先
々
住
荷
徳
院
権
現
様
江
御
出
入
仕
ぬ
由
緒
を
以
、
御
調
経
納
経
相
勤
申
度
旨

願
上
ぬ
所
、
願
之
通
被
仰
付
相
勤
申
除
、
東
叡
山
=
而
御
布
施
頂
戴
仕
怜

一
以
由
緒
御
調
経
被
仰
付
Mm
段
、
大
昌
院
様
御
取
持
ず
相
願
厳
有
院
様
御

代
専
称
院
、
年
頭
独
礼
御
目
見
へ
相
勤
、
御
時
限
許
領
仕
怜

一
拙
寺
十
九
世
即
往
院
成
実
、
如
先
規
厳
有
院
様
江
正
月
六
日
年
頭
独
礼
御

目
見
へ
相
勤
、
御
時
服
許
領
仕
除
、
即
佐
院
壮
年
之
中
病
身
=
付
、
久
々
不
罷
出

月
中
絶
仕
ぬ

一
御
域
内
馬
乗
小
路
寺
地
、
明
暦
一
一
申
年
御
用
地
=
付
、
唯
今
罷
在
Mm
板
屋
町
へ
被

差
出
弘
、
此
節
為
引
料
御
蔵
米
正
寺
領
二
拾
石
永
々
被
下
置
M
W

一
板
屋
町
江
引
移
本
堂
建
立
之
普
請
取
掛
罷
在
Mm
慮
=
、
大
昌
院
様
以
思
召
、

本
堂
上
道
具
不
残
被
下
置
除
、
於
御
用
場
御
家
老
中
被
仰
渡
Mm

右
之
通
御
代
々
御
厚
思
被
成
下
、
難
有
仕
合
奉
存
除
、
然
所
此
度
御
所
替
=
付
、

寺
相
続
相
成
兼
甚
難
義
仕
除
、
右
寺
領
以
後
永
々
被
下
置
怜
様
奉
願
除
、
井
境
内

之
義
も
只
今
、
迄
之
通
除
地
=
被
成
下
怜
様
-
-
願
上
除
、

O
以
御
慈
愛
願
之
通
被

仰
付
被
下
置
Mm
者
、
難
有
可
奉
存
除
、
此
段
宣
御
取
成
被
仰
上
可

O
偏
=
奉
願
上

Mm
以
上

- 22ー

板
屋
町

妙

寛
延
一
一
巳
年
二
月
廿
五
日

本
多
所
左
衛
門
股

天
野
九
左
衛
門
殿

右
之
通
願
書
差
出
怜
所
、
願
之
通
事
難
被
仰
付
=
付
、
今
度
金
子
廿
両
被
下
、
夫

z

付
御
口
上
書
御
差
出
被
成
Mm
様
=
と
、
本
多
所
左
衛
門
案
文
被
相
渡
、
其
通
認
差

安

寺
印



出
、
尤
金
子
者
金
方
役
出
向
新
兵
衛
、

こ
と
し

鳥
居
新
九
郎
被
相
渡
右
之
口
上
書
文
言
左
之

拙
寺
儀
川
越
J
一
供
仕
罷
越
、
只
今
迄
寺
領
被
下
置
、
除
地
等
拝
領
仕
ぬ
処
、
今

度
御
所
替
に
付
、
右
両
様
之
御
手
当
も
相
止
、
御
家
中
旦
那
=
放
怜
而
者
、
至
極

難
儀
仕
除
、
何
卒
寺
領
除
地
共
ニ
只
今
迄
之
通
被
下
置
凶
様
奉
願
凶
所
、
願
之
通

『
一
者
難
被
仰
付
除
、
乍
去
以
来
寺
領
不
被
下
置
M

州
事
凶
問
、
此
度
金
弐
拾
両
被

下
置
防
、
尤
除
地
之
義
者
被
仰
送
M

仲
間
、
以
来
願
ケ
間
敷
義
決
而
仕
間
舗
凶
由

被
仰
渡
奉
畏
Mm
、
金
弐
拾
両
頂
戴
仕
難
有
奉
存
川
、
以
上

五
月
廿
一
日

妙

，_，_.， 
女

寺
印

本
多
所
左
衛
門
股

天
野
九
左
衛
門
殴

覚

金
弐
拾
両
也

右
者
今
度
被
下
置
怜
問
、
請
取
申
所
如
件

寛

延

二

巳

年

五

月

妙

出
淵
新
兵
衛
股

鳥
居
新
九
郎
殴

右
之
通
請
取
之
案
紙
、
所
左
衛
門
J
被
相
渡
-
一
付
、
其
通
相
認
役
僧
ニ
為
持
、
金
方

役
之
衆
中
江
金
子
受
取
ニ
遣
ス
、
則
金
廿
両
渡
ル
、
家
老
松
平
左
忠
へ
参
、
御
礼
申

上
、
左
忠
逢
被
申
、
御
出
之
趣
旦
一
三
可
申
達
旨
被
申
除
、
家
老
衆
中
最
早
姫
路
へ
引

移
被
申
、
左
忠
計
残
リ
被
居
H
W

一
当
御
領
主
松
平
喜
八
郎
股
江
先
御
代
寺
領
頂
戴
之
寺
々
、
当
御
代
λo
も
寺
領
御
寄

附
被
下
凶
様
と
相
願
可
申
旨
、
一
統
=
示
談
之
上
隣
寺
大
蓮
寺
と
申
合
左
之
通
願

差
出

pよ~

Z丈

寺
印

奉
願
上
一
札
之
事

拙
寺
者
元
来
謀
議
問
輪
一
瞬
時
耕
一
語
辞
碑
昭
吾
唱
、
曜
日
主
謀
右
御
域
内
御
用

一
一
相
立
川
-
一
付
、
寺
領
二
拾
石
宛
御
附
被
下
置
除
、
今
般
先
規
之
通
下
置
同
様
奉

願
除
、
何
卒
以
御
慈
哀
相
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
同
者
、
難
有
可
奉
存
川
、
右

之
趣
何
分
-
一
も
宜
御
取
成
被
仰
上
被
下
度
、
奉
頼
ぬ
以
上

板
屋
町

寛

延

二

巳

年

九

月

十

四

日

大

蓮

寺

印

寺

社

方

同

町

御

役

所

妙

安

寺

印

板
屋
町

右

之

通

相

違

無

御

座

怜

、

以

上

名

主

利

助

印

右
之
通
寺
社
奉
行
野
田
弥
左
衛
門
御
役
所
迄
願
差
出
ぬ
処
一
一
、
御
先
代
ぷ
怯
成
御
書

送
も
無
之
=
付
、
難
相
叶
旨
被
申
渡
、
何
市
町
役
所
支
配
被
寺
之
分
中
合
、
願
書
差

出
文
一
言
左
之
こ
と
し

奉
願
同
一
札
之
事

先
達
而
願
上
怜
寺
領
之
儀
、
御
先
代
人
。
怯
成
御
室
己
送
も
無
御
座
M
W

故
、
難
被
任
願

由
被
仰
渡
、
御
尤
に
奉
存
M
W

得
北
〈
、
自
今
寺
相
続
難
仕
、
至
極
難
儀
仕
ぬ
、
何
卒

被
為
垂
御
慈
悲
、
拙
寺
共
御
取
立
と
被
為
思
召
上
、
右
之
寺
領
被
下
置
同
ハ
ハ
難

有
可
奉
存
除
、
比
段
以
御
哀
憐
被
為
入
御
聞
被
成
下
、
御
救
置
同
様
ニ
幾
重
-
一
茂

奉

願

怜

、

以

上

田

新

町

大

榎

町
政

板
屋
町大町ハ

グ
千
タ

町

寛
延
二
巴
年
九
月
廿
四
日

i司向

寺
社調

役
所

橋

- 23ー
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右
之
通
再
願
差
出
怜
得
共
、
先
達
町
茂
被
仰
渡
ぬ
通
之
訳
一
一
怜
得
者
、
幾
度
御
願
被
成

川
市
茂
不
叶
旨
申
渡
除
、
志
願
書
も
一
戻
ル
、
ケ
様
申
渡
川
上
ハ
、
願
差
出
怜
而
茂
験
も

無
之
儀
-
一
川
仲
間
、
寺
領
願
一
一
統
ニ
申
合
相
止
メ
凶
也

一
先
御
領
主
御
代
-
一
八
年
礼
其
外
不
寄
何
事
、
当
寺
を
領
分
中
惣
首
座
ニ
被
申
渡
、

筆
頭
一
一
一
夜
取
扱
同
所
、
当
御
領
ニ
ハ
和
朝
伝
来
之
宗
旨
訳
一
-
被
取
扱
、
尤
寺
社
奉

行
直
一
一
取
扱
無
之
、
皆
以
手
代
取
扱
ぬ
也
、
当
寺
を
も
一
一
統
被
取
扱
同
、
何
卒
先

御
代
之
通
リ
御
取
扱
被
同
様
ニ
相
願
度
旨
、
寺
社
奉
行
へ
内
意
取
繕
同
得
共
、
御

先
代
ハ
御
縁
有
之
町
一
付
、
左
様
ニ
御
取
扱
と
相
見
へ
凶
、
御
当
家
ヘ
ハ
御
縁
も

無
之
M
W

得
者
、
御
願
上
被
成
M
m

而
茂
中
々
相
叶
申
間
敷
、
宗
旨
訳
ハ
御
家
風
-
一
而
御
取

扱
被
成
M

印
義
=
除
、
御
願
ハ
被
差
出
川
市
茂
御
取
上
ケ
ハ
有
之
間
敷
と
存
旨
、
内
意

被
申
間
同
ニ
付
、
右
之
企
相
止
メ
不
中
出
M
W

也

一
当
御
城
主
よ
り
境
内
除
地
者
不
願
、
如
先
規
之
除
地
一
一
被
成
被
置
怜
、
尤
是
者
先

御
城
主
J
被
仰
置
同
由
也

一
酒
井
雅
楽
頭
巌
ぷ
金
子
廿
両
被
下
、
寺
領
相
止
ミ
家
中
門
徒
不
残
姫
路
へ
引
移
、

町
門
徒
者
少
分
之
義
、
外
ニ
助
力
無
之
、
寺
相
続
相
成
不
申
-
一
付
、
御
本
山

へ
内
々
御
歎
申
上
、
下
聞
大
蔵
卿
数
代
之
懇
意
故
、
大
蔵
卿
迄
内
願
差
上
、
今
度

之
難
渋
被
察
御
前
甚
取
持
被
給
川
、
森
村
宗
栄
難
義
之
所
、
笑
止
-
一
存
内
外
殊

外
世
話
給
、
左
之
口
上
書
も
宗
栄
案
文
認
差
下
シ
給
M
W

奉
願
口
上
書

一
此
度
領
主
酒
井
雅
楽
頭
股
播
州
姫
路
へ
所
替
ュ
付
、
拙
寺
江
雅
楽
頭
殿
自
先
代

寺
領
寄
附
在
之
、
家
中
旦
那
も
少
々
御
座
怜
而
、
寺
相
続
仕
罷
在
M
W

処
、
右
寺

領
も
相
止
、
、
、
、
家
中
旦
那
も
播
州
江
不
残
引
越
、
外
ニ
旦
力
無
御
座
川
故
、
寺

必
至
と
相
続
難
成
仕
合
御
座
同
条
、

O
以
御
慈
悲
一
寺
御
取
立
旨
と
被
思

召
、
被
召
と
在
京
被
仰
付
、
乍
愚
老
身
随
身
之
御
用
被
仰
付
被
下
同
者

難
有
可
奉
存
川
、
罷
登
右
御
歎
申
上
度
奉
存
同
所
、
上
京
之
働
茂
難
成
、
乍
恐

以
御
願
書
御
歎
申
上
凶
、
去
此
上
京
之
硯
入
御
内
見
川
御
真
影
様
依
御

セ
チ

意
指
上
除
節
、
白
下
間
安
探
法
印
股
御
音
山
之
御
消
息
も
御
座
川
得
者
、
由
緒

之
義
被

思
召
上
、
御
歎
之
段
幾
重
一
一
夜
宜
御
取
成
可
被
下
弘
、
己
上

上
州
前
橋妙

巳

六

月

日

寺

下

聞

大

蔵

卿

様

成

患

印

右
之
通
内
願
差
出
同
所
、
十
月
五
日
之
日
付
一
一
而
大
蔵
卿
J
内
願
之
趣
承
知
一
一
付
、

何
分
先
御
上
京
之
方
可
然
旨
被
申
越
、
委
細
者
森
村
宗
栄
λo
申
来
右
之
主
国
状
共
同

月
廿
九
日
z

相
届

一
右
之
通
上
京
之
方
可
然
旨
、
下
問
氏
J
被
申
越
川
=
付
、
前
橋
寺
社
奉
行
一
所
へ
今

般
本
山
J
御
内
用
在
之
町
一
付
、
罷
登
同
様
一
一
一
被
申
付
M

仲
間
、
上
京
仕
度
旨
相
願
、

尤
印
判
ハ
致
持
参
同
一
一
付
、
留
主
中
寺
中
了
覚
寺
正
伝
寺
右
弐
ケ
寺
-
一
代
判
為
仕

度
旨
、
寺
社
役
所
井
宗
門
役
所
へ
相
願
、
南
役
所
λo
願
之
通
可
申
渡

一
十
一
月
十
一
日
前
橋
発
駕
中
仙
道
登
、
同
廿
三
日
京
着

一
同
月
廿
四
日
年
頭
之
御
礼
被
仰
付
、
御
堂
出
仕
も
勝
手
次
第
と
被
仰
出

一
極
月
廿
コ
一
白
以
思
召
定
衆
被
仰
付
、
則
御
堂
日
記
長
如
左

一
上
州
前
橋
妙
安
寺
成
恵
以
思
召
定
衆
被
仰
付
右
巳
刻
、
於
上
檀
問
、

月
番
衆
被
申
渡
称
名
寺
同
道
=
て
出
承
之

一
極
月
廿
五
日
別
助
音
御
免
井
御
鐘
役
被
仰
付
、
則
御
堂
御
帳
ニ
茂
左
の
こ

と
し一

妙
安
寺
役
儀
ニ
付
、
別
助
音
御
免
井
御
鍵
役
相
兼
可
勤
之
由
、
被
仰
付

今
日
ぷ
初
而
菊
之
間
在
参
上

寛
延
三
庚
午
歳

一
二
月
朔
日
巡
讃
御
免
、
則
御
堂
御
帳
一
長
左
之
こ
と
し

一
妙
安
寺
成
恵
役
義
ニ
付
、
巡
讃
御
免
、
於
上
檀
問
、
月
番
下
問
大
蔵
卿
被
申

渡
糊
耕
一
一
列
座
承
之

一
二
月
廿
七
日
色
法
服
御
免
、
於
上
檀
問
、
月
番
衆
被
中
渡
役
義
一
一
付
御
願
御
免
也

一
前
橋
家
内
当
時
相
続
難
成
一
一
付
、
京
都
へ
引
取
京
住
為
仕
、
前
橋
寺
之
儀
者
土
守
家

共
-
一
留
主
居
申
付
、
公
用
寺
役
共
=
為
動
中
度
旨
願
上
ル
、
文
言
左
之
こ
と
し

~ 

文
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乍
恐
以
口
書
奉
願
M
W

一
去
年
酒
井
雅
楽
頭
殿
所
替
一
一
付
、
拙
寺
々
領
弐
拾
石
御
座
川
所
、
此
寺
領
御
改

ニ
而
相
止
ミ
申
ぬ
、
其
上
家
中
檀
那
皆
播
州
姫
路
へ
引
移
申
除
、
外
-
一
一
恒
力
無
御

座
、
寺
相
続
難
仕
、
甚
難
渋
仕
弘
、
依
之
被
召
登
御
救
被
下
防
様
-
一
御
歎
申
上

同
所
、
以
御
慈
愛
一
結
構
成
御
役
義
被
為
仰
付
、
難
有
仕
合
一
一
奉
存
除
、
就
夫

国
元
ニ
老
母
一
人
妻
子
四
人
御
座
弘
、
右
申
上
弘
通
之
貧
寺
故
、
暮
方
無
御
座

難
渋
仕
罷
有
弘
、
乍
恐
老
母
妻
子
京
都
江
為
引
越
、
京
住
為
仕
度
奉
願
除
、
尤

前
橋
寺
之
義
ハ
寺
中
了
覚
寺
正
伝
寺
留
主
居
申
付
、
公
用
寺
役
等
為
相
勤
申
度

奉
存
ぬ

一
拙
僧
義
当
御
役
被
仰
付

M2一
語
末
間
も
無
御
座
、
前
橋
領
主
松
平
喜
八
郎
殿
寺

社
投
入
へ
表
向
之
届
不
仕
川
、
内
々
一
一
而
先
達
而
宰
相
方
J
申
達
置
同
義
-
一
御
座

除
、
就
夫
拙
僧
方
ぷ
計
相
届
同
而
者
如
何
御
座
川
仲
間
、
御
家
老
中
λ
0
右
之
趣
城

主
役
人
へ
御
室
百
翰
被
遺
被
下
同
様
己
奉
願
怜

右
之
通
宜
様
御
取
成
被
仰
上
可
被
下
偏
ェ
奉
願
凶
、
以
上

妙
安
寺

寛
延
二
五
年
二
月

御
家
老
衆
御
中

右
願
之
通
被
仰
出
同
旨
、
三
月
上
旬
於
上
檀
問
、
月
番
衆
被
申
渡

一
今
般
御
役
義
被
仰
付
M
W

儀
、
前
橋
領
主
松
平
喜
八
郎
殿
へ
御
届
被
下
様
ニ
、
上

檀
間
へ
願
hw--
付
、
則
御
家
老
中
ぷ
前
橋
寺
社
役
人
へ
書
状
参
、
此
方
為
心
得
と

て
写
被
相
渡
、
文
言
左
之
こ
と
し

一
筆
致
啓
達
川
、
然
者
当
方
末
派
其
御
城
下
妙
安
寺
儀
、
今
般
本
山
役
儀
被
中
付

在
京
之
事
御
座
怜
、
此
段
得
御
意
置
同
様
=
致
度
旨
、
右
妙
安
寺
申
M
W
-
-

付、

各
方
迄
如
斯
御
座
M
W

、
恐
憧
謹
言

成
恵
印

ゴ
一
月
十
七
日

坪
坂
主
馬直

誠
在
判

銅
田
大
膳

辰
好
在
判

粟
津
大
学元

及
在
判

下
聞
大
蔵
卿
法
橋

頼
俊
在
判

下
問
治
部
卿
法
橋

頼
篤
在
判

松
平
喜
八
郎
様

寺
社
御
役
人
衆
中

右
趣
承
知
之
返
札
寺
社
奉
行
野
田
弥
左
ヱ
門
ぷ
御
家
老
中
へ
参
、

出
ス

則
上
檀
間
へ
差

御
免
、
右
於
上
檀
問
、
月
番
衆
被
申
渡
怜

一
四
月
廿
二
日
紫
紐
兜
字
袈
裟
依
役
儀

也
一
法
衣
不
足
=
付
、
御
支
立
被
下
置
、
森
村
宗
栄
殊
之
外
内
々
取
持
、

也

目
録
左
之
通

一 25一一

品克

一
羽
二
重
煎
素
絹
一
加
賀
絹
道
服

一

加

賀

絹

直

綾

一

白

羽

二

重

小

袖

右
五
日
間
被
下
置
宅
へ
森
村
宗
栄
持
参

一
前
橋
家
内
引
越
願
之
通
被
仰
出
、
就
夫
当
時
手
詰
、
道
中
路
用
之
調
達
出
来
兼

M
T一
付
、
金
子
拝
借
相
願
、
文
言
左
之
こ
と
し

乍
恐
以
口
上
書
奉
願
ゆ

一
先
達
而
前
橋
家
内
京
都
へ
引
移
申
度
旨
奉
願
同
所
、
願
之
通
被
、
仰
出
、
重
々

難
有
奉
存
除
、
就
夫
登
リ
道
中
入
用
之
義
、
新
発
意
宰
相
方
λ
o
書
付
差
越
申
怜

当
時
調
達
出
来
兼
、
甚
致
難
儀
除
問
、
宰
相
方
ぷ
差
登
セ
申
書
付
懸
御
目
申
ぬ

何
卒
金
子
廿
両
拝
借
仕
度
奉
願
上
M
W

、
以
御
慈
愛
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
ぬ

様
、
宜
御
取
成
被
仰
上
可
被
下
奉
願
除
、
以
上

一
萌
黄
鍛
子
法
服



妙

安

寺成
恵
印

寛
延
三
午
五
月御

家
老
衆
御
中

右
願
之
通
五
月
十
六
日
拝
借
被
仰
付
、
於
上
檀
間
月
番
衆
被
申
渡
、
金
子
者
同

十
七
日
納
戸
中
ぷ
相
渡
ル
、
尤
在
役
中
之
御
合
力
之
内
=
て
連
々
と
上
納
可
申
借
状

納
戸
方
へ
差
出
ス

一
今
度
京
都
へ
家
内
引
越
之
義
、
井
留
主
中
寺
中
之
僧
=
留
主
居
為
勤
申
度
義
、
且

関
所
女
通
手
形
之
願
、
前
橋
寺
社
役
所
へ
差
出
文
言
左
之
こ
と
し

以
口
上
書
奉
願
怜

一
拙
寺
儀
不
勝
手
-
一
罷
成
、
寺
不
相
続
仕
Mm
一
一
付
、
本
山
へ
願
書
差
出
申
怜
所
=
、

旧
冬
被
召
登
、
依
御
憐
感
在
京
役
義
被
仰
付
除
、
因
該
前
橋
一
一
罷
有
Mm
母
壱
人

妻
子
四
人
、
近
日
京
都
江
引
越
之
義
奉
願
除
、
寺
之
義
者
留
主
中
寺
中
了
覚
寺

正
伝
寺
両
人
一
一
領
ヶ
、
留
主
居
為
仕
、
公
用
寺
役
等
為
相
勤
申
度
奉
願
弘
、
右

母
妻
子
上
京
仕
M
W

節
、
中
仙
道
能
登
度
奉
存
除
、
依
之
御
関
所
女
通
御
手
形

奉
願
除
、
拙
僧
罷
下
リ
御
願
可
申
上
怜
所
、
本
山
御
用
御
座
Mm
ニ
付
、
以
新
発

意
宰
相
奉
願
除
、
願
之
通
被
仰
付
被
下
M
W

ハ
ハ
、
難
有
司
奉
存
M
W

、
今
般
本
山

家
老
中
，
Z
書
翰
相
添
申
除
、
此
段
宜
様
=
御
取
成
被
仰
上
可
被
下
奉
願
除
、
以

上

板

屋

町

在

京妙

安

寺成
恵
印

寛
延
二
平
年
三
月
廿
一
日

前
橋
寺
社

御
役
所

以
口
上
書
奉
頼
除

一
今
度
老
僧
妙
安
寺
以
口
上
書
奉
願
怜
通
、
在
京
仕

ht
付
引
越
之
儀
御
願
申
上

除
、
就
夫
老
僧
願
之
通
拙
僧
初
不
残
八
月
朔
日
頃
上
京
仕
度
奉
願
除
、
且
中
仙

道
罷
越
申
度
奉
存
怖
、
依
之
御
関
所
女
通
御
詮
文
奉
願
除
、
願
之
通
被
仰
付

被
下
M
W

者
難
有
可
奉
存
除
、
此
段
宜
御
取
成
被
仰
上
可
被
下
奉
願
怜

妙
安
寺
新
発
意宰

相
成
臆
印

寛
延
コ
2
1
年
六
月
六
日

右
願
差
上
ぬ
通
相
違
無
御
座
Mm

寺
社
方御

奉
行
所

覚

一
女
三
人
駕
龍
二
挺
あ
い
こ
し

内
壱
人
老
女
髪
切
妙
安
寺

同

壱

人

中

刺

同

寺

同
壱
人
小
女
ふ
り
袖
同
寺

右
之
通
=
御
座
除
、
己
上

以
上

板
屋
町

名
主
利
回
印

娘妻母
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妙
安
寺
新
発
意

宰
相
印

名
主
利
助
印

寛
延
一
二
午
歳
六
月

右
之
通
相
違
無
御
座
M
W

寺
社
方御

奉
行
所

右
願
書
二
通
井
御
家
老
中
ぷ
之
書
翰
、
寺
社
役
所
へ
差
出
、
願
之
通
被
免
横
川
福

嶋
之
関
所
手
形
者
九
月
下
旬
寺
社
J
渡
ル
、
文
言
左
之
こ
と
し

女
三
人
内
髪
切
壱
人
、
小
女
壱
人
、
乗
物
弐
挺
、
従
上
野
園
前
橋
京
都
迄
、
福

嶋
関
所
無
相
違
可
被
通
除
、
松
平
大
和
守
股
領
分
右
前
橋
城
下
板
屋
町
、
一
向

宗
妙
安
寺
母
同
妻
同
娘
之
由
、
大
和
守
殿
内
根
村
速
水
、
門
屋
助
右
衛
門
、
三

浦
仲
改
付
如
斯
杯
、
以
上

寛
延
三
年
九
月
五
日

兵
部
印

内
膳
印



福
嶋越近豊

中江前
印印印

人
改
中

一
横
川
関
所
女
手
形
右
之
内

一
五
料
関
所
女
子
形
ハ
領
内
之
事
故
ヵ
、
又
入
リ
女
故
敗
、

社
役
所
J
渡
ル

一
十
月
朔
日
朝
前
橋
出
立
、
一
砕
い
耕
一
時
間
h
u
尚
一
間
一
明
唯
一
吋
一
昨
州
議
~
同
」
一
一
引
い
。
誠
一
高
出
時
三
夫
止
中
仙
道
な
り

信
州
松
本
勝
甚
兵
衛
方
へ
立
寄
岡
村
己
ヰ
出
立
同
十
九
日
京
着
、
道
中
上
下
十
人

特
J

市
古
川
一
思
戸
不
明
門
通
下
珠
数
屋
町
上
ル
、
玉
屋
甚
右
衛
門
前
々

J
之
宿
-
一
付

是
へ
着

大
和
守
段
家
老
J
出
寺

一
前
橋
寺
留
主
居
者
御
本
山
へ
茂
相
願
、
御
領
主
へ
も
願
、
寺
中
了
覚
寺
正
伝
寺

]

、

北

上

底

之

事

故

.

了

覚

守

へ

当

番

先

江

市

両
寺
へ
申
付
、
隔
番
己
為
相
富

2

闇
引
-
一
申
付
同
市
為

可
申
付
所
、

E
伝
寺
義
者
段
々
勤
初
在
之
一
一
付

取
M
W

所
、
正
伝
寺
当
一
番
=
中
リ
ぬ
也

一
十
月
朔
日
前
橋
寺
社
役
所
J
、
在
京
留
主
中
寺
借
リ
申
度
旨
、
留
主
居
正
伝
寺
へ

被
申
付
弘
一
一
付
、
拙
僧
ハ
留
主
居
之
儀
口
同
へ
ハ
ケ
様
之
義
者
有
無
之
御
返
答
申

上
川
旨
答
ぬ
所
、
左
M
W

ハ
ハ
今
日
御
出
立
之
儀
一
一
同
へ
つ
泊
リ
迄
被
参
、
宰
相

へ
申
達
、
御
返
答
承
、
被
参
Mm
様
ニ
被
申
凶
一
一
付
、
正
伝
寺
福
野
伝
兵
衛
手
代
共

召
連
、
玉
村
泊
リ
迄
参
、
右
之
段
申
同
ニ
付
、
此
義
者
宰
相
不
及
了
簡
ニ
も
間
罷
登

リ
M
W

ハ
ハ
、
其
段
妙
安
寺
へ
申
聞
、
京
都
ぷ
御
返
事
可
被
致
旨
申
遺
ス
、
何
而
家

内
京
着
早
々
-
一
森
村
宗
栄
へ
及
示
談
書
状
案
紙
相
認
、
月
番
下
問
治
部
卿
へ
右
之

訳
相
哨
、
案
文
入
内
見
同
所
、
存
寄
之
趣
被
申
聞
怜
ニ
付
、
其
通
=
相
直
シ
、
則

十
一
月
中
寺
社
役
所
へ
差
遣
ス
、
文
言
左
之
こ
と
く
折
紙
-
一
而
認

一
筆
致
啓
上
川
、
追
日
及
寒
気
怜
得
共
、
各
様
愈
御
堅
固
ニ
被
成
御
勤
珍
重
奉
存

除
、
然
J
1

拙
寺
儀
本
山
役
儀
被
申
付
在
京
、
依
之
家
内
引
越
之
節
御
関
所
御
切

手
御
取
被
下
、
無
滞
上
着
仕
呑
奉
存
同
、
且
又
拙
寺
留
主
中
寺
御
借
リ
被
成
度

由
被
仰
関
川
、
此
義
ハ
拙
僧
難
任
自
分
之
了
簡
御
事
御
座
除
、
被
召
登
M
W

而
在

京
之
中
、
前
橋
寺
留
主
居
寺
役
之
義
如
何
仕
ぬ
哉
と
於
本
山
被
相
尋
ぬ
上
、
寺

中
之
者
指
置
急
度
相
守
同
様
一
一
申
付
除
段
、
及
答
ぬ
而
事
相
済
申
除
、
殊
-
一
妙

安
寺
儀
者
住
古
J
由
緒
格
別
之
地
跡
-
一
御
座
川
、
他
へ
借
凶
儀
ハ
難
仕
御
座
川

拙
僧
在
京
中
ハ
寺
家
之
者
留
主
居
-
一
差
置
申
M

仲
間
、
左
様
=
被
思
召
可
被
下
M

W

右
之
趣
御
座
川
条
、
御
借
用
之
儀
ハ
何
分
「
御
用
捨
奉
頼
除
、
恐
憧
謹
言

京
都

妙

安

土

守成
恵
書
判

十
一
月寺

社
奉
行
所

右
之
書
状
寺
社
役
所
へ
正
伝
寺
ニ
為
致
持
参
M
W

所
相
納
ル
、

申
聞
怜

其
後
借
用
之
儀
不
被

- 27ー

一
霜
月
十
八
日
御
役
屋
舗
菊
御
門
前
、
粟
津
大
学
被
居
怜
屋
敷
拝
借
被
仰
付
、
於

上
檀
問
、
月
番
下
問
治
部
卿
申
渡
、
屋
敷
引
渡
シ
ハ
御
普
請
奉
行
平
岡
左
内
、
粟

津
左
京
被
相
渡
、
同
十
九
日
J
引
移
、
是
迄
ハ
為
隈
屋
敷
と
烏
丸
通
七
篠
上
ル
所

有
、
馬
屋
藤
兵
衛
裏
屋
敷
被
仰
渡
、
是
-
一
住
宅
、
今
般
前
橋
ぷ
家
内
上
京
=
付
、

右
之
屋
舗
被
仰
渡
同
也

寛
延
四
辛
未
年
十
一
月
八
日
宝
暦
と
改
元

一
二
月
廿
日
夜
前
橋
竪
町
三
左
衛
門
火
元
正
当
院
不
残
類
焼
、
仏
目
大
井
諸
道
具
余
程

焼
失
、
但
シ
土
蔵
一
ケ
所
相
残
、
焼
失
之
建
具
等
左
之
こ
と
し

本
堂
御
影
堂
兼

一
御
堂
一
絹
州
醐
器
棚
物

中
尊
須
弥
檀
御
開
山
須
弥
檀

内
陣
四
間
三
間
九
十
字
問
弐
間

御
簾
間
飛
誉
間
壱
間
半

御
拝
三
間
弐
間
内
陣
丸
柱

弐
間
半



外

陣

角

柱

内

三

方

様

壱

間

通

リ

外
様
前
通
リ
斗
也
十
間
五
尺

後
堂
十
間
「
一
間
半
ヒ
サ
シ
ナ
リ

戸
内
陣
通
リ
ハ
二
間
半
ナ
リ

一
鼓
楼
井
茶
所
日
諸
問
問
甥
軽
キ
組
物

一
鐘
撞
堂
問
調
軽
キ
組
物
捕
時
一
問
一
緒
一
時
一
r無
難

丸
柱

一
中
門
一
掃
上
惣
組
物
也

丸
柱

一
勿
山
一
司
J

未
再
建
無
之
仮
屋
ナ
リ

一
品
川
仁
「
サ
グ
毛
ン
ナ
り

一
太
子
堂
院
澗
惣
組
物

御
拝
壱
間
一
一
回
尺
也

一
書
院
一
一
閑

上
ミ
間
三
間
四
方
床
井
違
棚
、
袋
棚
ク
ワ
ト
ウ
口
ア
リ
絵
間

次
ノ
間
三
間
四
方
絵
間

一
座
舗
一
一
一
日
半
床
在
之
絵
問

一
玄
問
問
一
日
絵
間
マ
ヘ
ラ
戸
四
枚

敷
台
弐
間
士
宮
間
組
物
弐
在
リ
虹
梁
破
風
口

一
封
客
問
調

F

上
ミ
間
弐
間
半
弐
間
床
井
違
棚
袋
棚
在
リ

次

之

間

同

断

床

押

入

在

リ

右
絵
之
間
分
ハ
大
橋
郷
助
随
麿
軒
寛
信
筆

後
-
一
号
橋
本
学
水
と

物
置
同
断

茶
間
四
間
一
二
間
長
囲
炉
裏
=
ア
リ

伴
僧
部
屋
弐
間
四
方
二
ツ
ニ
仕
切
リ
在
リ

上
ミ
女
部
屋
弐
間
一
間
一
一
ツ
ニ
仕
切
リ
ア
リ

台
所
三
間
半
コ
一
間
土
間
也
入
口
大
戸
弐
枚

下
女
部
屋
一
間
半
四
方

外
ニ男

部
屋
弐
間
半
弐
間
是
ハ
台
所
一
一
階
也

一
隠
宅
韻
半

上
ミ
間
弐
間
四
方
床
井
押
入
有
リ

次
之
間
弐
間
士
宮
間
半

納
戸
間
弐
間
壱
間

一
土
蔵
間
一
四

t
鵬
一
世
話
山
崎
署
リ
霊
雲
仙
也

一
御
堂
江
之
廊
下
詣

一
隠
宅
江
之
廊
下
高
幹

右
之
外
木
部
屋
弐
ケ
所
湯
般
雪
隠
数
ケ
所
皆
類
焼

一
四
月
廿
七
日
内
々
依
御
伺
先
格
之
通
宰
相
成
贋
金
入
輪
袈
裟
着
用
御
免
、
於
上

檀
間
月
番
下
間
治
部
卿
、
粟
津
大
学
被
申
渡
、
尤
四
五
日
己
前
成
恵
院
家
口
上
-
一
市

上
檀
間
江
御
伺
申
上
置
ぬ
也
、
御
礼
御
菓
子
料
銀
弐
両
献
上
上
檀
間
へ
宰
相
参
上

- 28ー

同絵
断間

一
勝
手
詰奥

二
間
四
方
床
井
押
入
袋
棚
在
リ

内
仏
間
一
間
半
弐
間
押
入
在
リ

居
間
弐
間
四
方
床
井
押
入
有
リ

納
戸
間
弐
間
一
間
半



一、

五
十
五
年
度
前
橋
市
指
定
文
化
財

秋

元

民

墓

地

前
橋
市
総
社
町
植
野
一
五

O
(元
景
寺
墓
地
内
)

元
景
寺
(
代
表
役
員
大
掩
昭
雄
)

一
、
所
在
地

一
、
管
理
者

一
、
現
状

元
景
寺
墓
地
の
南
入
口
よ
り
、
真
正
面
に
秋
元
景
朝
の
墓
、
及
び
そ
の
室
春
、
長

朝
側
室
成
の
墓
が
あ
る
。

景
朝
の
墓
は
、
む
か
つ
て
左
側
で
、
三
つ
の
墓
域
の
中
で
最
も
高
所
、
東
西
四
・

六
五
旬
、
南
北
四
・
五

O
m
の
方
形
の
墓
域
内
に
正
面
を
東
に
む
け
、
そ
こ
に
戒
名

「
春
光
院
股
気
山
元
景
大
居
士
」
、
南
の
面
に
没
年
月
日
「
天
正
十
五
年
十
一
月
十

二
日
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
o

景
朝
の
室
春
の
墓
は
、
三
つ
の
墓
域
の
中
央
に
あ
り
、

景
朝
の
墓
よ
り
一
段
低
く
、
東
西
六
・
八
五
悦
、
南
北
六
・
一
五
悦
の
墓
域
を
持
っ

て
い
る
。
墓
石
の
南
面
に
戒
名
「
光
厳
院
殿
心
月
等
清
大
姉
」
、
及
び
同
面
に
没
年

月
日
「
天
正
八
年
七
月
十
六
日
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
墓
域
内
に
大
型
の
宝
睦
印
塔

が
あ
る
o

長
朝
側
室
民
の
墓
は
、
む
か
つ
て
右
側
、
景
朝
室
春
の
墓
域
よ
り
さ
ら
に

低
い
位
置
に
あ
る
o

東
西
二
・
六
五

m
、
南
北
二
・
六
恨
の
方
形
の
墓
域
を
持
っ
て

い
る
。
墓
は
他
の
二
基
に
比
し
て
小
形
で
あ
り
、
南
向
き
の
正
面
に
は
、
戒
名
「
心

窓
院
殿
華
月
芳
永
大
姉
」
、
及
び
没
年
月
日
「
寛
永
七
年
四
月
二
日
」
が
刻
ま
れ
て

い
る
。
西
面
に
は
長
朝
の
側
室
で
、
泰
朝
の
母
と
い
う
内
容
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
墓
域
前
に
は
、
六
角
燈
寵
が
あ
る
。

一
、
概
要
及
び
性
格

秋
元
氏
は
上
総
国
秋
元
之
圧
に
居
住
し
た
こ
と
か
ら
秋
元
氏
を
名
乗
り
、
初
め
上

杉
氏
(
憲
政
)
、
次
に
北
条
氏
、
さ
ら
に
徳
川
氏
に
仕
え
た
o

系
図
に
よ
れ
ば
景
朝

の
代
に
総
社
に
所
領
が
あ
り
、
景
朝
が
没
し
た
の
は
、
武
蔵
国
深
谷
で
あ
る
が
、
上

野
国
勝
山
の
前
の
荒
野
に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
こ
の
地
に
一
寺

が
建
立
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
現
在
の
元
景
寺
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
ら
三
基
の

秋
元
氏
関
係
の
墓
は
、
元
録
か
ら
正
徳
の
間
で
建
て
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

一
、
指
定
の
理
由

秋
元
氏
は
、
江
戸
時
代
の
総
社
地
域
の
発
展
の
基
礎
を
築
き
、
そ
の
行
跡
は
多
大

で
あ
る
。
ま
た
当
地
域
の
歴
史
を
研
究
す
る
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
、
史
跡

と
し
て
指
定
す
る
に
あ
た
い
す
る
。

2
、
秋
元
民
歴
代
の
墓

前
橋
市
総
社
町
総
社
一
六

O
六
(
宝
塔
山
古
墳
々
頂
)

光
厳
寺
(
代
表
役
員
田
中
耕
順
)

一
、
所
在
地

一
、
管
理
者

一
、
現
状

光
厳
寺
東
方
の
宝
塔
山
古
墳
々
頂
上
に
あ
っ
て
、
南
北
一
一
・
四
悦
、
東
西
一

0

・
八
悦
の
方
形
の
墓
域
を
形
成
す
る
。
入
口
付
近
に
は
、
石
製
水
盤
が
左
右
に
各
一

基
あ
り
、
墓
域
内
に
は
、
入
口
よ
り
正
面
に
ほ
ぼ
同
形
の
墓
四
基
、
そ
の
左
右
に
各

二
基
、
四
基
の
後
に
ほ
ぼ
同
形
の
墓
一
基
と
や
や
小
型
の
墓
三
基
が
並
ん
で
い
る
。

そ
の
他
石
燈
寵
が
十
二
基
、
墓
域
内
に
存
在
し
て
い
る
。

各
墓
石
正
面
(
東
面
)
に
は
、
戒
名
が
、
一
一
表
面
(
西
面
)
に
は
没
年
月
日
が
刻
ま

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
秋
元
氏
系
図
に
合
わ
せ
て
み
る
と
、
総
社
城
の
築
城
を
行
っ
た

長
朝
か
ら
、
明
治
十
六
年
に
没
し
た
礼
朝
ま
で
各
々
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
系

図
に
よ
れ
ば
、
長
朝
の
子
泰
朝
、
そ
の
子
富
朝
、
忠
朝
は
没
し
た
後
、
宝
永
二
年
三

月
二
十
九
日
に
、
当
墓
地
に
改
葬
し
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
o

戒
名
と
没
年
月
日
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

長
朝
寛
永
五
年
八
月
二
十
九
日
年
八
十
三
江
月
院
蹴
巨
岳
元
誉
大
居
士

長
朝
室
久
天
正
十
年
四
月
九
日
林
昌
院
殴
桃
安
清
見
大
姉

泰
朝
寛
永
十
九
年
十
月
二
十
三
日
年
六
十
三
昭
尊
院
殿
道
哲
泰
安
大
居
土
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富
朝
明
暦
三
年
六
月
十
七
日

忠
朝
慶
安
三
年
九
月
二
十
八
日

喬
知
正
徳
四
年
八
月
十
四
日

喬

房

元

文

三

年

九

月

五

日

喬
求
延
享
元
年
二
月
二
十
六
日

夜
朝
安
永
四
年
五
月
二
十
四
日

求

朝

文

化

七

年

七

月

九

日

久
朝
弘
化
四
年
十
月
十
九
日

志
朝
明
治
九
年
七
月
二
十
六
日

礼
朝
明
治
十
六
年
六
月
十
三
日

一
、
概
要
お
よ
び
性
格

景
朝
の
子
長
朝
の
代
に
、
慶
長
六
年
三
六

O
一
〉
に
家
康
に
よ
り
総
社
六
千
石

を
与
え
ら
れ
、
後
一
万
石
、
一
万
五
千
石
へ
と
加
増
さ
れ
、
そ
の
子
泰
朝
と
共
に
三

十
年
間
、
甲
斐
谷
村
に
転
封
さ
れ
る
ま
で
こ
の
地
を
領
し
た
。
こ
の
間
、
総
社
城
の

築
城
、
城
下
町
の
形
成
、
天
狗
岩
用
水
の
聞
き
く
、
新
田
開
発
等
、
江
戸
時
代
の
総

社
地
域
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
。
そ
の
行
績
は
多
大
で
あ
る
o

甲
斐
転
封
後
は
、
長

朝
よ
り
五
代
目
の
喬
知
の
時
、
元
和
か
ら
宝
永
年
中
(
一
六
一
五
か
ら
一
七
一
一
)

に
寺
社
奉
行
、
若
年
寄
、
老
中
に
列
し
た
が
、
田
沼
意
次
に
忌
避
さ
れ
出
羽
園
山
形

に
左
遷
、
十
一
代
志
朝
の
代
、
弘
化
三
年
(
一
八
四
五
〉
に
館
林
六
万
石
に
転
ぜ
ら

れ
、
そ
の
養
子
礼
朝
の
代
に
明
治
維
新
に
な
っ
た
。

な
お
、
長
朝
は
、
元
景
寺
を
、
そ
の
父
母
の
た
め
に
建
立
し
、
泰
朝
は
、
光
厳
寺

を
建
立
し
菩
提
寺
と
し
た
。
た
だ
し
光
厳
寺
は
、
初
め
新
規
の
建
立
が
不
可
能
で
あ

っ
た
た
め
、
総
社
神
社
の
近
傍
の
徳
蔵
寺
を
菩
提
所
と
し
て
光
厳
寺
と
改
め
、
慶
長

十
二
年
三
六

O
七
)
に
総
社
町
に
移
し
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
両
寺
は
分
離
し
現

在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
。

一
、
指
定
の
理
由
前
項
「
秋
元
氏
墓
地
」
に
同
じ
。

年年年年年年年年年年
三五五七五二五六三四
十十十十十十十十十十
六七六三九九六六三八

清
厳
院
股
雲
山
元
日
大
居
士

英
長
院
殿
性
盛
元
心
大
居
士

済
川
院
殿
義
舟
喬
知
大
居
士

泰
元
院
殿
智
山
義
勇
大
居
士

誠
心
院
殿
義
由
智
貫
大
居
士

化
城
院
股
休
弦
涼
朝
大
居
士

大
隆
院
殿
慈
覚
永
朝
大
居
士

享
徳
院
殿
哲
明
久
朝
大
居
士

3 

今
井
神
社
古
墳

一
、
所
在
地

一
、
管
理
者

一
、
現
状

本
古
境
は
、
荒
砥
川
の
左
岸
す
な
わ
ち
低
台
地
の
西
端
に
位
置
す
る
前
方
後
円
墳

で
、
旧
利
根
川
の
低
地
帯
に
面
し
て
い
る
。
昭
和
十
年
の
段
階
で
は
、
本
古
墳
の
周

囲
に
は
、
十
五
基
の
古
墳
が
確
認
さ
れ
旧
荒
砥
地
区
に
あ
っ
た
大
古
境
群
の
西
端
に

あ
た
る
。

墳
頂
に
は
、
今
井
神
社
の
社
肢
が
た
ち
、
墳
頂
部
の
原
形
は
そ
こ
な
わ
れ
て
い
る

が
、
墳
丘
全
体
と
し
て
は
、
良
く
保
存
さ
れ
て
い
る
o

ま
た
主
体
部
に
使
用
さ
れ
た

と
推
定
さ
れ
る
石
棺
が
、
神
社
を
建
て
る
際
出
土
し
て
お
り
、
後
円
部
墳
頂
部
及
び

墳
丘
上
に
残
存
し
て
い
る
。

墳
丘
周
囲
に
は
、
周
堀
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
(
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
調
査
)

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
事
業
に
よ
っ
て
、
道
路
が
と
り
つ
け
ら
れ
た
。

一
、
概
要
お
よ
び
性
格

本
古
墳
は
、
前
方
後
円
墳
で
、
そ
の
規
模
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

墳
丘
軸
長
七
一
悦

前
方
部
幅
五

O
汎

後
円
部
径
四
四
悦

周

堀

幅

前

方

部

南

九

悦

後
円
部
北
九
・
六
協

く
び
れ
部
分
東
一
八
・
四
悦

く
び
れ
部
分
西
一
一
・
一
一
筋

周
堀
を
含
め
た
規
模
全
長
約
九

O
悦

前
方
部
前
幅
約
八
二
旬

前
橋
市
今
井
町
白
山
東
八
一
八

今
井
神
社
(
氏
子
代
表
沼
田
邦
雄
〉
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主
体
部
は
掘
り
出
さ
れ
て
い
る
が
、
前
記
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
使
用
し
た
石
棺

(
凝
灰
岩
〉
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
組
合
せ
式
石
棺
と
み
ら
れ
、
竪
穴
系
の
主

体
部
を
持
つ
古
墳
と
考
え
ら
れ
る
。
石
棺
の
内
側
に
は
、
赤
色
顔
料
を
塗
っ
た
痕
跡

が
認
め
ら
れ
る
。
副
葬
品
は
不
明
で
あ
る
。

本
古
墳
の
構
築
時
期
を
推
定
す
る
と
、
主
体
部
が
「
組
合
せ
式
石
棺
し
を
も
っ
竪

穴
式
で
あ
る
こ
と
、
か
な
り
大
形
の
円
筒
埴
輪
を
配
列
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
五
世
紀
代
の
構
築
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
城
南
地
区
に
お
け
る
古

壇
群
中
、
古
い
時
期
に
属
す
る
。

一
、
指
定
の
理
由

ω
主
体
部
は
掘
り
出
さ
れ
て
い
る
が
、
墳
丘
全
体
と
し
て
良
く
保
存
さ
れ
て
い

る。

倒
主
体
部
の
詳
細
、
副
葬
品
等
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
が
、
出
土
し
て
い
る

棺
等
に
よ
り
「
組
合
せ
式
石
棺
」
を
使
用
し
た
竪
穴
式
の
古
墳
で
、
そ
の
構
築
は

五
世
紀
代
と
推
定
さ
れ
る
。

ω
「
組
合
せ
式
石
棺
」
を
使
用
し
た
主
体
部
は
、
前
橋
市
で
は
他
に
見
ら
れ
な
い

等
、
本
古
境
は
、
当
地
域
を
研
究
す
る
上
で
、
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
ま
た
、
学

術
的
に
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

園
、
昭
和
五
十
六
年
度
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報

富
田
遺
跡
群
(
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査
)

前
橋
市
富
田
町
字
細
田
二
八
四
ノ
二
〕

六
反
田
三
四
九

γ

他
九
筆

東
原
七
七
五
ノ
一
}

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
六
年
四
月
十
七
日

i
六
月
一
日

三
、
発
掘
調
査
の
概
要

一
、
所

在

地

調
査
面
積
約
四
五

o
o
d
(
A
・
B
・
C
・
D
-
E
の
五
地
区
合
計
)

遺
構
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数
古
墳
六
竪
穴
住
居
跡
六
(
古
墳
一
奈
良
一
平
安
四
)

女
堀
遺
構
一
か
所
そ
の
他
(
溝
七
道
一
ピ
ッ
ト
一
一
二
)

ロ
、
遺
物
量
古
墳
に
か
か
わ
る
も
の
埴
輪
パ
ン
箱
二
六
箱

住
居
に
か
か
わ
る
も
の
土
器
・
石
器
パ
ン
箱
四
箱

国
遺
構
・
遺
物
の
概
要

ィ
、
古
墳
は
、

C
D
区
に
コ
一
基
(
一
・
二
・
六
号
墳
)
E
区
に
三
基
合
一
・
四

・
五
号
墳
)
発
見
さ
れ
た
。
共
に
円
境
で
、
六
号
境
を
の
ぞ
き
、
境
丘
は
ロ

l
ム
面

ま
で
削
平
さ
れ
、
主
体
部
は
詳
細
不
明
で
周
堀
を
主
と
す
る
調
査
と
な
っ
た
。
遺
物

は
、
一
号
墳
で
、
査
、
杯
及
び
鉄
鉱
破
片
、
二
号
墳
で
査
、
コ
一
・
四
・
五
号
墳
で
は

埴
輪
が
、
い
ず
れ
も
周
堀
内
か
ら
出
土
し
た
o

六
号
墳
は
主
体
部
が
、
偏
平
な
河
原

石
で
組
ま
れ
最
大
長
一
七
五
仰
、
最
大
巾
四
五
仰
の
竪
穴
で
あ
り
、
遺
物
は
出
土
し

な
か
っ
た
。

ロ
、
住
居
跡
は

B
区
か
ら
古
噴
後
期
一
、
奈
良
期
一
、

C
区
か
ら
二
、

D
-
E

区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
の
平
安
期
の
竪
穴
住
居
が
発
見
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
耕
作
な

ど
の
後
世
の
撞
乱
と
調
査
区
域
の
関
係
か
ら
、
は
っ
き
り
し
た
遺
構
像
は
つ
か
め
な

か
っ
た
。

。付
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、
女
堀
遺
構
は
、
道
路
施
工
に
あ
た
る
部
分
を
南
北
に
ト
レ
ン
チ
調
査
を
し

た
と
こ
ろ
、
現
地
形
で
の
段
差
よ
り
南
へ
一
四
御
地
点
か
ら
北
側
の
堀
り
込
み
(
底

ま
で
の
比
高
一
・
五
加
)
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
南
二
五
恨
の
地
点
で
南
の
堀
り
込
み
が

確
認
で
き
、
浅
間
B
の
灰
の
純
層
堆
積
後
、
時
を
置
い
て
開
削
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

及
び
堀
の
底
は
現
在
、
ト
レ
ン
チ
東
一
五

O
怖
の
地
点
を
ト
レ
ン
チ
に
ほ
ぼ
平
行
し

て
南
流
し
て
い
る
荒
砥
川
の
二
ツ
岳
軽
石
降
下
以
前
の
河
川
敷
と
考
え
ら
れ
る
河
原

石
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
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西
大
室
遺
跡
群
(
土
地
改
良
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査
〉

前
橋
市
西
大
室
町
字
乾
谷
一
八
七
二
〕

北
山
一
九
一
八
ノ
六
γ

他
一
一
九
筆

吉
原
四
五
四
ノ
一
}

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
五
日
J
五
十
七
年
一
月
九
日

三
、
発
掘
調
査
の
概
要

付
調
査
面
積
約
七
・
五
加

(
A
・
B
・
C
・
D
-
E
・
F
・
G
の
七
地
区
)

。
遺
構
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数
古
墳
二
(
た
だ
し
一
基
は
道
路
施
工
部
分
に
か
か
る
周
堀
の
一

部
)

竪
穴
住
居
跡
一
八
一
軒

弥
生
式
土
器
を
伴
う
住
居
二
八
軒

古
墳
時
代
(
鬼
高

E
J鬼
高

E
)

一
O
八
軒

奈
良
時
代
(
国
分
の
早
い
時
期
)
六
軒

平
安
時
代
(
国
分
最
盛
期
)
三
四
軒

不

明

五

軒

周
溝
墓
八
基
、
中
世
墓
旗
四
基
、
城
跡
一
、

溝
二
一
本
、
ピ
ッ
ト
二
五

古
墳
に
か
か
わ
る
も
の
埴
輪
片
、
パ
ン
箱
一
箱

竪
穴
住
居
に
か
か
わ
る
も
の
土
器
・
石
製
品
、
鉄
解
、
フ
イ

ゴ
、
破
片
パ
ン
箱
一
九

O
箱

周
溝
墓
に
か
か
わ
る
も
の
土
器
・
パ
ン
箱
二
箱

中
世
墓
壊
に
か
か
わ
る
も
の
板
碑
断
片
一
、
五
輪
塔
二
基
分

洪
武
通
賓
一
枚
、
元
豊
通
費
一
枚
、
灰
軸
皿
一
、
青
磁
破
片

城
跡
に
か
か
わ
る
も
の
内
耳
鍋
断
片
、
土
師
質
皿
一
三
枚
、

一
、
所

在

地

口
、
遺
物
量

洪
武
通
賓
一
枚

遺
構
・
遺
物
の
概
要

ィ
、
古
墳
上
毛
古
墳
綜
覧
荒
砥
村
第
臼
号
墳
に
つ
い
て
は
、
南
側
一
か
所
の

み
の
ト
レ
ン
チ
調
査
で
あ
る
た
め
、
周
堀
の
一
部
を
検
出
し
た
に
止
ま
り
、
径
約
三

六
怖
の
円
墳
が
想
定
で
き
た
。
同
第
臼
号
墳
に
つ
い
て
は
、
墳
丘
が
北
東
部
4
半
分

の
み
残
り
、
二
ツ
岳
軽
石
を
含
む
黒
色
土
層
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

周
堀
か
ら
、
直
径
が
田
悦
前
後
の
円
墳
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
な
お
主
体
部

は
、
完
全
に
破
壊
さ
れ
、
石
室
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
大
振
り
の
石
が
一
石
残

っ
て
い
た
。

ロ
、
住
居
、
乾
谷
沼
北
斜
面

(
C
区
)
か
ら
は
、
弥
生
式
土
器
で
も
赤
井
戸
系

の
影
響
が
強
く
樽
系
の
土
器
は
客
体
的
存
在
と
思
わ
れ
る
住
居
二
ニ
軒
が
検
出
さ
れ

た
。
石
田
川
系
の
影
響
も
う
け
て
お
り
、
各
々
の
住
居
間
に
、
多
少
の
年
代
の
違
い

は
あ
る
が
浅
間
C
軽
石
降
下
以
降
4
世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
る
o

乾
谷
沼
東
丘
陵
南

半
分

(
D
・
G
区
)
は
、
弥
生
式
土
器
で
も
樽
系
の
楠
書
文
が
C
区
よ
り
多
く
赤
井

戸
系
は
少
な
い
。
石
田
川
系
の
土
器
も
混
じ
る
。

C
区
の
住
居
よ
り
古
い
も
の
二

軒
、
ほ
ぼ
同
年
代
か
や
や
新
し
い
住
居
二
ニ
軒
が
検
出
さ
れ
た
。

古
墳
時
代
の
住
居
は
、

D
区
全
体
に
分
布
す
る
が
東
南
部
に
や
や
少
な
い
。
形
式

的
に
は
、
鬼
高

E
J鬼
高

E
で
、
鬼
高
E
で
も
鬼
高

E
に
近
い
部
分
を
占
め
て
い
る

六
位
紀
後
半
以
降
七
世
紀
代
が
中
心
と
思
わ
れ
る
o

奈
良
時
代
の
住
居
は
一
軒
を
除
い
て
丘
陵
東
斜
面
に
検
出
さ
れ
て
い
る
。
国
分
の

中
で
も
最
も
早
い
時
期
の
も
の
で
奈
良
時
代
の
後
半
と
思
わ
れ
る
。

平
安
時
代
の
住
居
は
、
前
期
の
五
軒
に
ひ
き
続
き
国
分
最
盛
期
で
五
軒
を
除
き
、

東
斜
面
に
集
中
し
て
検
出
さ
れ
た
。
下
限
は
、
土
師
器
だ
け
に
限
定
さ
れ
、
土
釜
が

出
現
す
る
一
一
世
紀
以
降
と
思
わ
れ
る
o

ハ
、
周
溝
墓
は
、
乾
谷
沼
東
丘
陵
南
西
斜
面

(
F
区
)
に
方
形
が
四
基
、
(
渡
り

は
な
い
)
同
丘
陵
南
頂
上
部
附
近

(
D
区
)
に
方
形
が
一
基
、
円
形
が
二
基
、
円
形

に
類
す
る
も
の
が
一
基
(
四
基
と
も
渡
り
あ
り
)
検
出
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
主
体
部

同
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は
削
平
さ
れ
て
い
て
、
二
基
を
除
き
周
溝
内
か
ら
査
、
小
型
童
、
等
出
土
し
弥
生
式

土
器
的
様
相
を
持
つ
土
師
器
で
あ
る
。

ニ
、
中
世
墓
境
乾
谷
沼
東
丘
陵

(
D
区
)
南
東
斜
面
の
比
較
的
裾
部
に
集
中

し
、
一
号
墓
墳
は
隅
丸
方
形
で
上
層
か
ら
五
輪
塔
の
一
部
、
床
面
か
ら
灰
軸
の
皿
、

砥
石
、
床
面
か
ら
三

omか
ら
頭
骨
出
土
。
二
号
墓
墳
は
方
形
、
出
土
品
な
し
。
一
一
一

号
墳
も
板
碑
断
片
、
元
景
通
賓
一
枚
出
土
。
四
号
墓
墳
は
隅
丸
方
形
で
洪
武
通
費
出

土。

ホ
、
城
跡
乾
谷
沼
の
谷
東
丘
陵
末
端
に
位
置
す
る
大
室
元
城
跡
は
、
調
査
の

結
果
、
南
半
分
は
、
外
周
径
ほ
ぼ
九
五
初
、
内
周
径
ほ
ぽ
六

O
m
の
二
重
の
堀
。
北

半
分
は
、
南
の
外
周
と
西
側
で
は
連
続
し
北
西
隅
で
内
育
、
北
東
隅
で
ほ
と
ん
ど
直

角
に
内
側
に
ま
わ
り
込
み
、
南
半
分
の
内
堀
よ
り
内
側
に
位
置
し
て
終
る
。
外
周
南

北
径
ほ
ぽ
九
七
汎
o

へ
、
溝

C
区
に
一
本
、
乾
谷
沼
の
谷
東
丘
陵
南
斜
面

(
G
区
)
に
二
本
、

F

区
に
一
本
、

D
区
に
一
七
本
の
溝
が
検
出
さ
れ
た
が
い
ず
れ
も
住
居
を
切
っ
て
い
る

の
で
平
安
後
期
以
降
で
あ
り
、

D
区
南
東
部
で
は
溝
を
埋
め
た
士
の
上
に
さ
ら
に
墓

墳
を
掘
っ
た
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
土
が
載
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
墓
墳
が
作
ら
れ
た

時
よ
り
古
い
と
考
え
ら
れ
る
o

ト
、
ピ
ッ
ト

C
区
の
一
は
直
径
一
・
三
初
、
深
さ
一
・
三
怖
の
井
戸
状
で
底

部
か
ら
弥
生
式
と
思
わ
れ
る
嚢
底
部
が
出
土
、

G
区
南
隅
で
は
二
問
、
二
聞
に
組
め

る
堀
立
柱
跡
八
個
が
検
出
さ
れ
た
他
は
、
性
格
が
つ
か
め
な
か
っ
た
。

3 

西
大
室
遺
跡
群

ー
梅
ノ
木
地
区
1

(
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査
〉

一
、
所
在
地
前
橋
市
西
大
室
町
字
梅
ノ
木
二
五
四
四
番
地
以
下
十
七
筆

一
一
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
六
年
十
月
一

H
J
十
一
月
三
十
日

三
、
発
掘
調
査
の
概
要

本
遺
跡
地
は
桂
川
右
岸
の
舌
状
台
地
縁
辺
部
に
位
置
し
、
桂
川
の
氾
濫
に
よ

る
影
響
を
多
分
に
う
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

A
区
で
は
し
っ
か
り
し
た
洪
積

層
(
ロ

l
ム
層
)
の
堆
積
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

B
区
で
は
沖
積
層
が
認
め
ら

れ、

c
・
D
区
で
は
洪
積
層
が
流
さ
れ
て
、
水
性
堆
積
に
よ
る
砂
諜
層
が
厚
く

堆
積
し
て
い
る
。

本
遺
跡
調
査
は
、
西
大
室
土
地
改
良
の
一
環
と
し
て
、
梅
ノ
木
地
区
道
水
路

部
分
、
約
二
千
五
百
2m
を
発
掘
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
古
墳
時
代
な
ら
び
に
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
等
コ
一
十
五
遺
構
が
検

出
さ
れ
た
。

付

遺
構
・
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数

古
墳
時
代

平
安
時
代

中
世

ロ
、
遺
物
量

縄
文
時
代

古
墳
時
代
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竪
穴
住
居
跡
二
七

竪
穴
住
居
跡
三

井
戸
状
ピ
ッ
ト
一

井
戸
状
ピ
ッ
ト

土

器

片

若

干

蜂

の

巣

石

一

石

斧

一

土
器
(
土
師
器
及
び
須
恵
器
)
土
製
品
・
砥
石
・
鉄
製
品
等

パ

ン

箱

四

O

土
器
(
土
師
器
・
須
恵
器
〉
円
筒
埴
輪
等
パ
ン
箱
一

宋
銭
六
枚
(
皇
宋
通
宝
・
嘉
祐
元
宝
・
治
平
元
宝
・
開
寧
元

宝
・
元
豊
通
宝
・
元
祐
通
宝
)

遺
構
・
遺
物
の
概
要

ィ
、
縄
文
時
代
表
面
採
集
及
び
古
境
時
代
住
居
跡
覆
土
か
ら
、
縄
文
式
土
器

破
片
(
前
期
・
中
期
)
と
蜂
の
須
石
、
石
斧
等
が
出
土
、
遺
構
は
検
出
さ
れ
な
か
っ

た。

中 平
世 安

時
代

tコ
ロ
、
古
境
時
代
・
住
居
は
石
田
川
期
四
軒
、
う
ち
一
軒
は
五

o
dを
超
え
る
大

型
住
居
で
、

S
字
口
縁
脚
付
蓋
・
柑
・
器
台
・
査
・
高
杯
が
出
土
し
た
。
和
泉
期
二



軒
と
共
に
洪
積
層
及
び
沖
積
層
に
立
地
し
て
い
る
。
鬼
高

I
一
八
軒
は
、
大
部
分
が

桂
川
に
よ
る
水
性
堆
積
の
砂
磯
層
の
中
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

ハ
、
平
安
時
代
住
居
は
三
軒
で
、
う
ち
一
軒
に
は
切
石
の
砂
質
凝
灰
岩
の
袖

を
持
つ
竃
を
有
し
、
大
中
小
三
枚
組
の
土
師
杯
と
須
恵
杯
が
出
土
。
他
二
軒
は
重
複

で
、
桂
川
直
上
の
河
岸
段
丘
に
掘
り
込
ま
れ
、
高
台
境
、
灯
明
皿
、
羽
釜
が
出
土
。

竃
の
袖
に
円
筒
埴
輪
使
用
。

ニ
、
中
世
井
戸
遺
構
に
、
皇
宋
通
宝
、
嘉
祐
元
宝
、
治
平
元
宝
、
熊
寧
元
宝

治
平
元
宝
、
元
豊
通
宝
、
元
祐
通
宝
出
土
。

4 

=
本
松
遺
跡
群
(
城
南
工
業
団
地
造
成
事
業
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査
)

一
、
所
在
地
前
橋
市
飯
土
井
町
二
一
六
四
番
他

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
三
日
J
九
月
二
二
日

三
、
発
掘
調
査
の
概
要

二
本
松
遺
跡
は
城
南
工
業
団
地
造
成
事
業
に
先
立
ち
、
予
定
地
内
を
東
西
に
横

断
す
る
女
堀
の
一
部
と
土
師
・
須
恵
器
の
散
布
地
の
計
二
八
・
五

O
o
d
に
対
し

て
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
o

後
者
の
散
布
地
は
、
神
沢
川
右
岸
の
自

然
堤
防
状
の
徴
高
地
に
所
在
し
、
南
北
約
三

O
O
机
、
東
西
約
五

O
悦
の
範
囲
か

ら
、
奈
良
時
代
後
半

l
平
安
時
代
前
半
の
竪
穴
式
住
居
跡
を
中
心
に
総
数
一
二
七

遺
構
を
検
出
し
た
。

付
遺
構
・
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数
二
一
七

縄
文
時
代

古
墳
時
代

奈
良
・
平
安
時
代

中
世
以
降

竪
穴
式
住
居
跡
二
ピ
ッ
ト
五

竪
穴
式
住
居
跡
六
石
組
遺
構
一
(
横
穴
式
石
室
?
)

竪
穴
式
住
居
跡
八
四
井
戸
跡
一
ピ
ッ
ト
二
一

溝
状
遺
構
六
掘
立
柱
建
物
跡
三

女
堀
ピ
ッ
ト
六
溝
状
遺
構
一

ロ
、
遺
物
量

縄
文
時
代

古
墳
時
代

奈
良
・
平
安
時
代

土
器
・
石
器
パ
ン
箱
三

土
器
パ
ン
箱
三

土
器
(
土
師
器
・
須
恵
器
・
灰
粕
陶
器
)
鉄
製
品
等

パ
ン
箱
四
四

遺
構
・
遺
物
の
概
要

ィ
、
縄
文
時
代
二
戸
の
竪
穴
住
居
は
、
い
ず
れ
も
円
形
で
、
加
層
利
E
期
に

属
す
る
も
の
で
あ
る
o

ロ
、
古
墳
時
代
石
田
川
式
土
器
を
伴
う
竪
穴
住
居
跡
六
軒
、
う
ち
一
軒
は
火

災
住
居
で
良
好
な
セ
ッ
ト
の
土
器
出
土
。

ハ
、
奈
良
・
平
安
時
代
国
分
期
の
竪
穴
住
居
跡
八
四
軒
を
検
出
。
土
器
形
式

か
ら
見
て
三
期
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
各
時
期
四
l
一
一
軒
を
一
群
と
し
て
五
群
に

分
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
群
内
は
、
重
複
や
接
近
が
多
く
二
J
三
時
期
の
変
遷
が
見
ら

れ
る
o

従
っ
て
一
時
期
二
J
二
一
軒
が
存
在
し
、
掘
立
柱
建
物
跡
や
井
戸
は
、
こ
れ
ら

小
集
団
に
付
随
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
o

遺
物
と
し
て
、
墨
書
土
器
、
刻
書
土

器
、
万
装
具
(
口
金
物
)
等
が
あ
る
。

ニ
、
女
堀
道
路
施
工
部
分
幅
約
二

O
怖
を
発
掘
調
査
し
た
。
こ
の
地
点
で

は
、
堀
の
両
側
に
土
盛
が
良
く
残
っ
て
い
た
。
こ
の
土
盛
は
浅
間
B
軽
石
層
の
純
層

の
上
に
載
っ
て
い
た
。
堀
は
、
底
部
で
幅
一
四
悦
J
一
八
悦
、
そ
の
中
央
に
更
に
幅

三
初
、
深
さ
一
悦
の
細
い
溝
が
通
っ
て
い
た
。
遺
物
は
、
堀
底
部
付
近
か
ら
奔
一
個

が
出
土
し
た
。

仁3
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5 

鶴
谷
遺
跡
群
(
前
橋
総
合
運
動
公
園
事
業
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査
)

一
、
所

在

前
橋
市
二
之
宮
町
字
鶴
谷
一
二
七
番
地
他
十
筆
及
び
荒
口
町
字

鶴
谷
四
二
六
l
一
番
地
他
二
二
筆

昭
和
五
十
六
年
四
月
十
七
日
J
昭
和
五
十
六
年
八
月
三
十
一
日

地

二
、
調
査
年
月
日



三
、
発
掘
調
査
の
概
要

前
橋
都
市
計
画
事
業
に
よ
る
前
橋
総
合
運
動
公
園
の
建
設
区
域
二
二
、
三
加

の
う
ち
、
本
年
度
は
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
次
の
部
分
に
つ
い
て
第
三
次
調
査

を
実
施
し
た
。
な
お
、
当
地
内
に
お
け
る
発
掘
調
査
は
本
年
度
を
も
っ
て
終
了

し
た
。自

由
広
場
予
定
地
(
西
側
丘
陵
地
約
一
五

O
o
o
d
)

駐
車
場
予
定
地
(
東
側
丘
陵
地
約
八

O
o
o
d
)

進
入
道
路
予
定
地
の
一
部
(
女
堀
遺
構
約
一
二

O
o
d
)

合
計
二
三
三
一

o
o
d
o

そ
の
結
果
、
西
側
丘
陵
地
か
ら
は
、
古
墳
時
代
前
期
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に

及
ぶ
竪
穴
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
、
東
側
丘
陵
地
か
ら
は
、
弥
生
時
代
中
期
か
ら

古
墳
時
代
、
奈
良
、
平
安
時
代
の
住
居
跡
、
及
び
中
世
の
古
墓
群
、
集
石
群
が

検
出
さ
れ
た
。

付
遺
構
・
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数

縄
文
時
代
ピ
ッ
ト
一

弥
生
時
代
竪
穴
住
居
跡
二

古
墳
時
代
竪
穴
住
居
跡
九
三

奈
良
・
平
安
時
代
竪
穴
住
居
跡
三
四
ピ
ッ
ト
二
井
戸
二
溝
三

中
世
古
墓
群
一
集
石
遺
構
図
女
堀
遺
構
一

ロ
、
遺
物
量

縄
文
、
弥
生
、
古
墳
、
奈
良
、
平
安
時
代
土
器
・
土
製
品
・
鉄
製
品
・

石
製
品
パ
ン
箱
一
四

O
箱

。
遺
構
・
遺
物
の
概
要

ィ
、
縄
文
時
代
表
面
採
集
で
は
、
東
側
丘
陵
地
に
お
い
て
、
縄
文
時
代
早
期

(
約
七

0
0
0年
前
)
と
思
わ
れ
る
尖
底
土
器
の
底
部
が
発
見
さ
れ
た
が
、
遺
構
は

検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

戸
、
弥
生
時
代
弥
生
式
土
器
を
伴
う
住
居
跡
、
及
び
そ
れ
に
類
似
す
る
住
居

跡
が
東
側
丘
陵
地
か
ら
検
出
さ
れ
た
。

ハ
、
古
境
時
代
東
西
両
丘
陵
地
か
ら
九
三
軒
の
竪
穴
住
居
跡
が
検
出
さ
れ

た
。
土
器
の
形
態
か
ら
、
石
田
川
期
↓
和
泉
期
↓
鬼
高
期
と
間
断
な
く
続
い
て
お

り
、
各
時
期
の
住
居
の
規
模
や
形
の
変
化
、
炉
か
ら
竃
へ
の
推
移
、
生
活
用
具
の
変

化
等
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
を
得
た
。
又
、
火
災
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る
九
六
号
住
居
跡
か
ら
は
、
多
量
の
炭
化
米
の
入
っ
た
査
が
出
土
し
た
。
こ
の
住

居
跡
の
検
出
に
よ
っ
て
、
当
時
の
食
糧
形
態
の
一
端
や
収
穫
さ
れ
た
米
の
貯
蔵
形

態
、
及
び
一
住
居
内
で
使
用
さ
れ
た
土
器
の
種
類
や
数
等
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。

ニ
、
奈
良
・
平
安
時
代
東
西
両
丘
陵
地
か
ら
三
四
軒
の
竪
穴
住
居
跡
の
ほ

か
、
生
活
、
生
産
に
関
係
す
る
ピ
ッ
ト
や
溝
、
井
戸
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
特
に
竪
穴

住
居
跡
は
、
第
一
年
次
調
査
地
の
発
掘
区
北
部
と
同
様
、
東
南
の
徴
傾
斜
地
に
集
中

し
て
造
ら
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
地
形
と
居
住
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
有
益
な

資
料
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。

ホ
、
中
世
期
と
推
定
さ
れ
る
古
墓
が
、
板
碑
・
士
口
銭
を
伴
っ
て
、
東
側
丘
陵
地

中
央
部
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
十
四
位
紀
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
南
北
朝
期
か
ら
室

町
初
期
に
か
け
て
の
荒
砥
地
区
に
お
け
る
信
仰
形
態
を
考
え
る
上
で
の
貴
重
な
資
料

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

へ
、
女
堀
に
つ
い
て
は
、
道
路
施
工
上
の
制
約
等
に
よ
り
、
ト
レ
ン
チ
調
査
を

実
施
し
た
が
、
現
在
の
北
側
の
畔
が
女
堀
の
北
の
立
ち
上
が
り
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
こ

と
、
及
び

B
軽
石
の
純
属
(
紫
灰
)
の
堆
積
後
、
時
を
お
い
て
開
削
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
出
来
た
。
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槽

峯

遺

跡

群

一
、
所
在

二
調
査
年
月
日

前
橋
市
上
泉
町
字
檎
峯
五
代
町
字
櫓
嶺

昭
和
五
十
六
年
十
月
二
十
一
日
J
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
四
日

也
f

寸
I
J



三
、
発
掘
調
査
の
概
要

本
遺
跡
は
佐
田
建
設
株
式
会
社
の
グ
ラ
ン
ド
建
設
予
定
地
で
あ
る
。
昭
和
五
十
六

年
十
月
初
旬
、
試
掘
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
竪
穴
住
居
祉
が
確
認
さ
れ
発
掘
調
査
に
及

ん
だ
。
発
掘
調
査
面
積
は
約
八
一

o
o
dで
あ
る
。

付
遺
構
・
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数
竪
穴
住
居
跡

掘
立
柱
建
物
跡

ピ
ッ
ト

七
六一一七

O
箱
分

溝

ロ
、
遺
物
量
コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
ト

。
遺
構
・
遺
物
の
概
要

ィ

、

遺

構

都
合
七
六
の
竪
穴
住
居
跡
を
大
き
く
時
期
別
に
み
る
と
、
鬼
高
期
一
一
、
真
間
期

二
三
、
国
分
期
三
七
、
不
明
五
と
な
る
o

本
遺
跡
の
地
形
は
、
赤
城
南
麓
の
傾
斜
地

で
、
巨
視
的
に
は
南
に
傾
く
も
の
の
、
微
視
的
に
は
、
北
半
分
が
南
東
に
、
南
半
分

が
む
し
ろ
南
西
に
傾
く
と
い
え
る
。
こ
の
傾
斜
す
る
面
に
七
六
の
住
居
跡
が
展
開
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
各
時
期
を
通
じ
て
科
面
北
側
に
住
居
跡
の
集
中
す
る
様

相
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
真
問
、
国
分
と
時
期
が
下
る
に
伴
い
住
居
跡
の
配
し
方

が
拡
散
し
て
く
る
o

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
住
居
跡
か
ら
み
ら
れ
た
特
徴
を
記

し
て
み
た
い
。

鬼
高
期
で
は
、
一
四
号
住
居
跡
の
五
、
一
×
七
、
四
(
旬
)
を
最
大
と
し
て
、
規

模
の
大
き
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
竃
の
つ
く
り
方
も
丁
寧
で
、
二
一
号
住
居
跡
の

よ
う
に
左
右
の
袖
部
に
三
個
ず
つ
長
薯
を
使
用
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
竃
は
壁
内
に

大
き
く
突
き
出
す
こ
と
も
特
徴
と
い
え
よ
う
。
床
は
貼
床
の
も
の
が
多
く
、
柱
穴
も

四
個
確
認
さ
れ
る
も
の
が
目
立
っ
た
。

真
間
期
で
は
、
そ
の
規
模
は
少
々
小
さ
く
な
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
ム
の
掘
り
込
み

が
た
い
へ
ん
に
深
い
の
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
竃
も
壁
内
か
ら
や
や
外
へ
と

移
行
す
る
傾
向
が
窺
え
た
。

国
分
期
で
は
、
規
模
が
小
さ
く
な
り
五
九
号
住
居
跡
に
至
つ
て
は
二
、
四
×
二
、

九
(
悦
〉
を
計
測
し
た
次
第
で
あ
る
。
掘
り
込
み
も
浅
く
、
竃
も
壁
外
に
築
か
れ
る

も
の
が
自
に
つ
い
た
。

ロ

、

遺

物

鬼
高
期
で
は
、
一
住
居
跡
か
ら
多
く
の
出
土
遺
物
を
み
種
類
も
奮
・
杯
・
甑
・
鉢

と
多
彩
。
時
期
的
に
は
鬼
高
で
も
新
し
い
方
に
入
る
よ
う
で
あ
る
o

杯
は
体
部
に
段

(
稜
)
が
明
瞭
な
も
の
と
、
不
明
瞭
な
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
甑
は
、
単
孔
式
と

多
孔
式
の
も
の
が
確
認
さ
れ
た
。

真
間
期
で
は
、
杯
・
長
奮
が
大
部
分
を
占
め
た
。
長
蓋
か
ら
は
、
口
一
縁
部
が
水
平

に
開
き
、
日
経
の
大
な
る
特
徴
が
窺
え
た
。
六
二
号
住
居
社
か
ら
は
西
壁
近
く
よ
り

奈
良
三
彩
小
査
が
ほ
ぼ
完
形
で
出
土
し
て
い
る
。
肩
一
部
を
強
く
張
り
、
直
線
的
に
底

部
に
行
く
姿
は
見
る
者
に
す
っ
き
り
し
た
印
象
を
与
え
る
。
緑
・
黄
・
褐
色
の
発
色

も
非
常
に
よ
く
千
年
も
の
長
い
間
、
地
中
に
眠
っ
て
い
た
の
が
嘘
の
よ
う
に
も
思
え

る
ほ
ど
で
あ
る
。
胎
土
は
卵
殻
色
で
砂
粒
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
ほ
ど
精
選
さ
れ
て

い
る
。
成
形
は
ロ
ク
ロ
水
挽
き
、
右
回
転
で
あ
る
o

こ
の
六
二
号
住
居
跡
か
ら
は
、

鉄
製
の
匙
状
の
も
の
が
二
個
出
土
し
て
い
る
。
一
は
竃
内
か
ら
み
っ
か
り
、
柄
ら
し

き
も
の
も
付
い
て
い
た
。
他
は
三
彩
小
査
の
近
く
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
。

国
分
期
の
も
の
は
、
完
形
で
の
出
土
例
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
種
類
で
は
杯
と

嚢
・
灰
紬
皿
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
灰
粕
皿
か
ら
は
折
戸
五
三
号
窯
式
が
窺
え

た
。
四
七
号
住
居
跡
か
ら
は
、
鉄
製
鎌
二
丁
と
砥
石
が
検
出
さ
れ
、
鉄
器
の
普
及
が

思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
成
果
を
得
て
終
了
し
た
発
掘
調
査
で
は
あ
る
が
、
三
彩
小
査
を
め

ぐ
っ
て
の
新
た
な
問
題
を
投
げ
か
け
た
櫓
峯
遺
跡
発
掘
調
査
と
も
い
え
る
。
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7 

金
冠
壕
古
墳
(
環
境
整
備
事
業
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
)

一
、
所
在
地
前
橋
市
山
王
町
一
丁
目
十
三
番
地
の
三

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
六
年
九
月
二
十
五
日
J
十
一
月
十
一
日

三
、
発
掘
調
査
の
概
要

前
橋
台
地
東
端
を
南
流
す
る
広
瀬
川
は
旧
利
根
川
流
路
と
言
わ
れ
、
文
京
町
よ
り

朝
倉
、
広
瀬
、
山
王
町
に
か
か
る
右
岸
は
、
県
内
で
も
有
数
の
古
墳
分
布
地
帯
で
、

『
上
毛
古
墳
綜
覧
』
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
も
一
四
四
基
を
数
え
る
。
し
か
し
近
年

の
開
発
の
波
に
よ
り
、
多
く
の
古
墳
が
未
調
査
の
ま
ま
平
夷
さ
れ
、
残
さ
れ
た
古
墳

の
保
存
と
整
備
が
急
務
と
な
っ
て
き
た
。
本
墳
も
残
さ
れ
た
数
少
な
い
古
墳
の
一
つ

で
あ
る
が
、
墳
丘
上
段
は
削
平
さ
れ
、
多
く
の
葺
石
が
散
乱
し
、
損
壊
が
著
し
い
状

態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
次
の
調
査
を
実
施
し
、
境
丘
の
整
備
保
存
を
は
か
る
こ

と
に
し
た
。
以
下
調
査
の
概
略
を
述
べ
る
o

墳
丘
は
、
二
ツ
岳
軽
石
を
含
む
黒
色
土
層
上
に
構
築
さ
れ
、
二
段
築
成
で
、
上
段

部
は
根
石
を
残
し
て
削
平
さ
れ
て
い
た
。
基
段
部
葺
石
は
根
石
に
、
長
径
二

O
l四

五
仰
の
河
原
石
を
使
用
、
そ
の
上
に
長
径
二

O
m程
の
届
平
な
河
原
石
を
小
口
積
み

に
し
て
い
る
。
特
に
く
び
れ
部
に
つ
い
て
は
、
他
の
根
石
よ
り
大
き
な
石
を
用
い
て

い
る
。
ト
レ
ン
チ
で
確
認
し
え
た
計
測
値
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
墳
丘
主
軸
五
二
・
二
五
悦

」
後
円
部
径
三
二
・
一
二

O
悦

墳
丘
基
段
(一

前
方
部
前
幅
四
二
悦

f

く
び
れ
部
幅
二
四
・
九

O
悦

周
堀
は
、
限
ら
れ
た
調
査
区
の
た
め
、
全
容
は
つ
か
め
な
か
っ
た
が
、
墳
丘
基
段

部
葺
石
の
根
石
よ
り
二
J
二
・
四
怖
に
わ
た
る
テ
ラ
ス
状
平
坦
面
が
あ
り
、
そ
の
外

側
に
検
出
さ
れ
た
o

石
室
は
、
旧
地
表
面
よ
り

0
・
四

J
0
・
六
悦
盛
土
を
し
た
上
に
、
人
頭
大
の
石

を
敷
き
つ
め
、
そ
の
上
に
壁
を
積
ん
で
い
る
、
角
閃
石
安
山
岩
を
五
面
に
削
り
、
切

組
を
多
用
し
て
い
る
。
残
っ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
の
計
測
値
は
、
奥
壁
幅
二
・
四

二
畑
、
左
壁
長
三
・
六
四
叫
左
柚

0
・
三
一
旬
と
な
る
。
裏
込
め
の
外
周
は
て
い

ね
い
に
石
積
み
さ
れ
、
二
・
六
協
の
厚
さ
で
馬
蹄
形
の
プ
ラ
ン
を
呈
す
る
。

遺
物
は
、
鉄
製
桂
申
札
、
鉄
鎖
、
絞
具
、
半
球
形
飾
金
具
等
の
断
片
を
検
出
し

た
。
埴
輸
は
多
く
、
墳
丘
基
段
根
石
近
く
に
破
片
の
状
態
で
出
土
。
周
堀
に
か
か
る

テ
ラ
ス
状
平
坦
地
か
ら
円
筒
埴
輪
が
プ
ラ
イ
マ
リ
l
な
形
で
出
土
し
た
。
形
象
埴
輪

は
靭
、
馬
、
人
、
楯
、
大
万
等
が
墳
丘
か
ら
転
落
し
た
状
態
で
出
土
。

8 

山
王
廃
寺
跡
第
七
次
調
査

一
、
所
在
地
前
橋
市
総
社
町
総
社
昌
楽
寺
廻
り
地
内

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
六
年
十
月
一
日

l
十
一
月
十
四
日

三
、
発
掘
場
所
前
橋
市
総
社
町
総
社
二
四

O
八

番

他

八

筆

四
、
発
掘
調
査
の
概
要

付
遺
構
・
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数

塔
跡
(
北
お
よ
び
西
側
の
一
部
)

掘
立
柱
柱
穴
跡

竪
穴
住
居
跡
(
古
墳
時
代
後
期
)

ピ

ッ

ト

- 37ー

五回

パ
ン
箱
約
五

O
箱
分

ロ
、
遺
物
量

。
遺
構
の
概
要

本
年
度
の
発
掘
調
査
地
点
は
大
き
く
三
地
区
に
別
れ
る
。
一
は
塔
心
礎
を
中
心
と

し
た
日
枝
神
社
境
内
で
あ
り
、
二
は
第
六
次
調
査
で
検
出
さ
れ
た
金
堂
跡
の
西
お
よ

び
南
側
で
あ
り
、
三
は
推
定
寺
域
内
の
南
東
隅
部
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
塔
跡
の
規

模
を
確
認
す
る
こ
ど
、
金
堂
跡
の
西
根
を
確
認
し
、
同
時
に
廻
廊
等
の
施
設
を
確
認

瓦
を
主
体
と
し
て



す
る
こ
と
、

お
よ
び
緑
粕
水
瓶
を
併
出
し
た
遺
構
等
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
目
的
に
沿
っ
て
、
約
一

0
0
0平
方
M

の
畑
地
お
よ
び
境
内
地
を
選
定
し
、
発
掘
調
査
を
行
っ

た
。

塔
跡
は
、
基
段
が
塔
心
礎
か
ら
北
へ
七
相
川
、
西
へ
七
悦
の
範
囲
に
伸
び
る
こ
と
が

判
明
、
従

っ
て
東
西
一
四
句

南
北
一

四
汎
の
規
模
を
持
つ
こ
と
が
推
定
さ
れ
る。

特
に
、
塔
心
礎
付
近
で
は
、

「版
築
」
が

一
困
層
に
わ
た
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。
ま
た、

塔
基
壇
北
限
か
ら
さ
ら
に
北
に
向
か
っ
て
白
色
粘
土
が
一

O
仰
程
の
厚
さ
で
敷
設
さ
れ
、
第
六
次
調
査
で
確
認
さ
れ
た
西
側
白
色
粘
土
帯
と
連

な
り
、
こ
の
粘
土
帯
の
上
に
玉
石
が
敷
か
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま

た
金
堂
の
東
西
長
が
二
五
旬
以
内
に
く
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

国

遺
物
の
概
要

塔
跡
を
中
心
と
し
て
彩
し
い
量
の
瓦
が
出
土
し
た
。
新
た
な
軒
丸
瓦
の
発
見
は
な

か
っ
た
が
、
軒
平
瓦
に
つ
い
て
は
唐
草
文
意
匠
を
も
つ
も
の
が
二
種
類
発
見
さ
れ
、

新
た
な
資
料
の
追
加
と
な
っ
た
。
ま
た
、
文
字
瓦
も
十
数
片
発
見
さ
れ
、
そ
の
中
に

は
つ
烏
」

「
八
伴
L

(

?

)

「
人
井
」
な
ど
新
知
見
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。
特

に、

「
八
伴
」
は
国
分
寺
で
発
見
さ
れ
て
い
る
「
八
伴
氏
成
」
の
文
字
瓦
と
の
関
連

を
考
え
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
o

制

ま

と

め

本
年
度
の
第
七
次
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
塔
跡
の
様
相
が
明
ら
か
と
な
り
、

一
辺

十
四
M
の
一
部
版
築
を
施
さ
れ
た
正
方
形
基
壇
の
上
に
塔
建
物
が
建
立
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
第
六
次
調
査
結
果
と
合
わ
せ
て
、

金
堂
跡
は
東
西
長
二

十
五
ば
以
内
、
南
北
長
十
七
肘
以
内
に
く
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

さ
ら
に
、
新
た
に
発
見
さ
れ
唐
草
文
軒
平
丸
、
お
よ
び

「
八
伴
」

の
文
字
瓦
は
国

分
寺
と
の
関
係
を
よ
り
密
接
に
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
更
な
る
検
討
を
要
す
る

も
の
で
あ
る
。

加々 美家 関係資料

研
企
草
木動脈 覚 図
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今井神社古墳

昭和五十六年度

前橋市指定文化財

秋元氏歴代の墓

昭和56年度埋蔵文化財発掘調査

富田遺跡群東原11号墳 富田遺跡荒砥村351号墳出土埴輪頭部



西大室遺跡群D区 西大室遺跡群44号住居跡

梅の木地区19号住居跡甑セ ット西大室遺跡、群梅の木地区20号住居跡

金冠塚後円部

島。

鶴
谷
遺
跡
群

Mm
号
住
居
跡
(
炭
化
米
出
土

Mm
号
住
居
跡
出
土
大
型
の
査

(
こ
の
中
に
炭
化
米
は
入

つ

て
い
な
か

っ
た
。
)



二本松遺跡群

山王廃寺塔跡基壇北辺

二本松遺跡群女堀遺構

山王廃寺掘立柱柱穴
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11 
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浦

つ

や
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之樹男彦美
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第12集文化財調査報告書
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